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午前１０時００分 開会

◎開会・開議宣告

○議長（古舘繁夫君） おはようございま

す。

ただいまの出席議員は１３名であります。

定足数に達しておりますので、平成２４年第

８回美幌町議会定例会を開会します。

これから、本日の会議を開きます。

─────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（古舘繁夫君） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１８条の

規定により、１０番宗像密琇さん、１１番大

原昇さんを指名します。

─────────────────────

◎日程第２ 会期の決定

○議長（古舘繁夫君） 日程第２ 会期の決

定についてを議題とします。

去る１２月５日、議会運営委員会を開きま

したので、委員長から報告を求めます。

１２番吉住博幸さん。

○１２番（吉住博幸君）〔登壇〕 平成２４

年第８回美幌町議会定例会の開会に当たり、

去る１２月５日、議会運営委員会を開催しま

したので、その内容と結果について報告いた

します。

本定例会に付議された案件は、議会提出案

件として、議員発議４件、特別委員会等の報

告事項５件、陳情１件ほかであります。

町提出案件としては、専決処分の承認１

件、人事案件１件、議案１３件、その他報告

事項であります。

本日、１２月１１日第１日目は、まず町長

から行政報告があります。その後、一般質問

に入りますが、通告順に中嶋すみ江さん、岡

本美代子さん、坂田美栄子さん、大江道男さ

んの４名を予定しています。

第２日目、１２月１２日は、議会提出案件

である発議第３号で会議規則の一部改正、発

議第４号で委員会条例の一部改正、発議第５

号で政務調査費の交付に関する条例の一部改

正を取り扱います。これは地方自治法が一部

改正されたことに伴い、改正するものであり

ます。また、報告第１９号では、長期欠席者

の議員報酬等調査特別委員会の結果報告を行

い、発議第６号で議員報酬等の特例に関する

条例の制定について審議します。その後、総

務文教厚生常任委員会及び経済建設常任委員

会の両常任委員会からの調査結果をそれぞれ

報告第２０号、第２１号にて報告します。

次に、９月定例会において決算審査特別委

員会に付託された平成２３年度決算認定につ

いて、一般会計等及び企業会計の両決算審査

特別委員会より審査結果の報告があります。

続いて、承認第９号専決処分の承認につい

て、平成２４年度美幌町一般会計補正予算

（第７号）から議案第５６号美幌町普通河川

条例の一部を改正する条例制定についてまで

を審議します。

第３日目、１２月１３日は、議案第５７号

平成２４年度美幌町一般会計補正予算（第８

号）から、議案第６４号平成２４年度美幌町

病院事業会計補正予算（第１号）までの議案

審議を行い、その後、陳情第２号で東町集会

室の建て替えに関する陳情、続いて報告第２

２号専決処分の報告についてから報告第２５

号例月出納検査報告について（８月～１０月

分）まで報告を受けます。

次に、本定例会において、各団体からの陳

情及び意見書の提出を求める要請、陳情３件

受理しているので、その取り扱いについて報

告します。東町自治会、寿自治会、美芳自治

会からの東町集会室の建て替えに関する陳情

については、議会運営委員会で検討した結

果、現在の状況等を精査する必要があること

から、所管の総務文教厚生常任委員会に付託

することにいたします。

非核の政府を求める北海道の会からの非核

平和都市宣言に関する陳情。北海道生活と健

康を守る会連合会からの生活保護基準の引き

下げはしないことなどを政府に意見書提出を

求める陳情。以上２件については、議員間で
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内容を吟味する必要性があることから、資料

配付の措置といたしました。

以上のとおり審議を進めることとし、会期

を１２月１１日から１２月１３日までの３日

間といたします。

なお、審議の進行状況によっては、日程を

繰り上げるなど変更する場合もありますの

で、行政職員におかれましては、十分留意し

ていただきたいと存じます。

なお、皆さんにおかれましては、慎重なる

審議に協力をお願いするとともに、行政職員

の皆さんには、真摯な答弁と対応を申し上げ

て、議会運営委員会委員長としての報告とい

たします。

○議長（古舘繁夫君） お諮りいたします。

ただいま議会運営委員会委員長からの報告

があったとおり、本定例会の会期を本日から

１２月１３日までの３日間といたしたいと思

いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（古舘繁夫君） 異議なしと認めま

す。

したがって、会期は、本日から１２月１３

日までの３日間と決定しました。

─────────────────────

◎諸般の報告

○議長（古舘繁夫君） 諸般の報告を行いま

す。

諸般の報告につきましては、事務局長から

報告させます。

○事務局長（浅野俊伸君） 諸般の報告を申

し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配付

しております議事日程のとおりであります。

朗読については、省略させていただきま

す。

次に、地方自治法第１２１条第１項の規定

に基づく出席説明員につきましても、印刷し

たものを配付しておりますので御了承願いま

す。

なお、沖田教育委員会委員長、松本選挙管

理委員会委員長、鈴木農業委員会会長、明日

以降欠席の旨、それぞれ届け出がありまし

た。

また、本定例会中、町広報及び議会広報用

のため写真撮影を行いますので、御了承を願

います。

なお、報道機関の写真撮影等につきまして

も許可しておりますので、あわせて御承知お

き願います。

以上で諸般の報告を終わります。

─────────────────────

◎日程第３ 行政報告

○議長（古舘繁夫君） 日程第３ 行政報告

について。

町長から行政報告があります。

町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 本日、ここ

に平成２４年第８回美幌町議会定例会が開催

されるに当たり、御出席を賜りました議員各

位に対しまして心から感謝をいたしますとと

もに、行政報告と提出案件の概要について御

説明を申し上げます。

行政報告といたしましては、第１に、御寄

附、御寄贈についてであります。

まず、去る９月６日に、東京都世田谷区に

お住まいの本田忠盛様より、森づくりと芸術

文化振興のために役立てていただきたいと２

００万円を、９月２６日に町内東１条南４丁

目１番地の１９にお住まいの大谷啓子様か

ら、公共施設の整備のために役立てていただ

きたいと１００万円を、それぞれ御寄附をい

ただいたところであります。

次に、１０月２４日に、東京都目黒区にお

住まいの栁瀬俊泰様から、博物館及び町民会

館「びほーる」の展示充実に役立てていただ

きたいと絵画５点（６００万円相当）を、御

寄贈いただいたところであります。

これらの御厚志をありがたくお受けし、御

趣旨に沿って活用してまいります。

第２に、宮城県山元町への復興支援事業に

ついてであります。

本年４月から災害復興支援のために１年間

職員を派遣している宮城県山元町において、
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１１月２３日に開催されました復興支援事業

「第２回山元町ふれあい産業祭」に、私を含

めて協賛の事業所及び職員等が１２名参加し

たところであります。

山元町は、町民の４％に当たる６３２名が

犠牲となり、半壊以上の家屋被害は全世帯の

６割にのぼるなど壊滅的な被害を受け、その

爪痕はいまだに深い状況にあり、住家を失っ

た住民は、いまだに仮設住宅や町外での住ま

いを余儀なくされ、今なお厳しい生活を送っ

ています。

山元町の復興に最も重要となる住民の笑顔

と元気を取り戻し、復興への活力を生み出す

ため、復興支援ブースにおいて、美幌町農業

協同組合、美幌商工会議所、日本甜菜製糖株

式会社、丸和油脂株式会社及び美幌観光物産

協会より、特産品の御提供と販売の御支援、

御協力をいただき、ゆるキャラの「ぎゅうた

ろう」とともに、イベントを盛り上げてきた

ところであります。また、売上金につきまし

ては、全額を山元町に寄附をさせていただき

ました。

本町は、これまでも東日本大震災被災地に

対してさまざまな支援を行ってきたところで

ありますが、今後につきましても被災市町村

の要請に応えて支援を行う考えでおりますの

で、引き続き御理解と御協力をお願い申し上

げ、山元町復興支援事業の報告といたしま

す。

第３に、福豊小学校の統廃合についてであ

ります。

かねてから福豊小学校の統廃合につきまし

ては、児童数の減少、校舎の老朽化などの理

由から、ＰＴＡ及び地域自治会と協議を重ね

てまいりましたが、９月２７日に福豊小学校

ＰＴＡ会長ほか役員の方々が教育委員会にお

越しいただき、平成２６年３月末をもって統

廃合に御同意いただいたところであります。

今後の対応といたしましては、地域の状況に

配慮し、統合後の地域の要望、児童の通学方

法などを協議しながら進めてまいります。

第４に、学校給食における異物混入事故に

ついてであります。

去る１１月５日、美幌小学校の給食に長さ

３７ミリ、直径１ミリほどのビニール被覆の

針金状金属が混入するという事故が発生いた

しました。幸いにも食べる前に児童が異物を

発見したため、児童への健康被害はありませ

んでしたが、５月の缶詰による金属片混入と

同様の事故を引き起こし、児童・生徒の皆さ

んを初め保護者の皆様方に不安を与え、学校

給食に対する信頼を裏切る行為となったこと

は、極めて重要なことと痛感しております。

当日、学校から事故発生の連絡を受け、直

ちに学校と連携を図りながら児童への対応を

行うとともに、内部点検の実施並びに製造元

業者及び卸売業者に対して、異物の特定、混

入の原因などの調査を指示し、事故翌日には

全保護者に対して、事故の概要とおわびの文

書を各学校から児童・生徒を通じて配付した

ところであります。

その後の調査で、異物は製造元業者の工場

内で、ホッケの切り身を冷凍、乾燥させる工

程で使用する網の補修用針金であり、この網

に乗せる作業において、さびで劣化した針が

外れ切り身に刺さり、中に入り込んだもので

ある。金属探知器に製品を通す前に、機械の

動作安定と動作確認をしなければならない

が、これを行わなかったため、最初の製品の

中の金属片に反応しなかった。工場では、

「金属探知器の使用方法の改善や乾燥で使用

する網の改善などを実施し、細心の注意を払

い、再発の防止と品質の向上に努める」と、

報告を受けたところであります。

今回の事故は、給食センターの調理過程で

の異物混入ではなかったということが判明い

たしましたが、給食の中に異物が混入してい

たという事実に変わりはなく、信頼回復のた

め、これまで以上に注意して学校給食業務に

取り組むよう指示したところであります。

今後におきましても、安全で安心な楽しい

給食を提供するため、納入業者への指導はも

とより、納入食材の点検に細心の注意を払

い、かつ衛生管理の徹底を図り、このような
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事故が起きることのないよう、再発防止に向

け万全を期してまいりたいと考えておりま

す。

第５に、美幌町立国民健康保険病院の内科

医師の退職についてであります。

かねてから、内科の常勤医師である坂本明

正副院長より退職の意向が示されておりまし

たが、去る１１月７日に一身上の都合によ

り、平成２５年３月３１日付をもって退職し

たい旨の退職願の提出があったところであり

ます。

町といたしましては、慰留に努めておりま

したが、本人の意思を尊重して退職願を承認

いたしました。

なお、後任の医師確保のため、内科常勤医

師の招聘に努めてまいりましたが、現状では

新年度からの常勤医師確保が困難なため、後

任として嘱託医師（非常勤）による診療体制

を検討しているところであり、確定後に外来

診療体制についての御報告を申し上げますと

ともに、引き続き内科常勤医師の招聘を行

い、医師確保に努めたいと考えております。

第６に、１１月３０日現在の建設工事進捗

状況についてであります。

提出しております参考資料のとおり、本年

度に計画しております工事件数４２件のう

ち、土木工事８件、建築工事９件、上水道工

事１４件、公共下水道工事１件、浄化槽工事

６件の計３８件の発注をいたし、消化率では

件数で９０.５％、工事額で８２.３％となっ

ております。

なお、債務負担行為により施工しておりま

す建築工事４件につきましては、全て完成し

ております。

第７に、農作物の生育状況についてであり

ます。

ことしは雪解けが遅く、農作業への影響が

心配されましたが、４月中旬以降は天候に恵

まれ、播種及び植えつけ作業が順調に進んで

いましたが、５月の連休から中旬まで気圧の

谷の影響で断続的な降雨や降雪に見舞われ、

植えつけ作業が平年よりおくれ、生育への影

響が心配をされました。

６月は寒気の影響で、全般的に低温傾向に

あり、平均気温は平年を下回りましたが、積

算日照時間は平年を大きく上回りました。

７月は、全般的に安定し降雨量も少なく、

平均気温及び積算日照時間も平年を上回りま

した。

８月は、１日早朝に１時間当たり４１ミリ

の激しい降雨となりましたが、大きな被害も

なく、中旬までは低気圧や停滞前線の影響で

不安定な気象状態でしたが、中旬以降は回復

して平均気温及び積算日照時間は平年を上回

りました。

９月は、前線や気圧の谷の影響を受け、数

日の周期で降雨がありましたが、高気圧によ

り晴れの日も多く、平均気温及び積算日照時

間も平年を大きく上回りました。

１０月は、１日に台風１７号の影響によ

り、１日の降水量が５１ミリの降雨となりま

したが、大きな被害はありませんでした。

こうした状況から、各作物の予想される収

量、品質は、水稲は、生育前半の低温のため

生育がおくれていましたが、８月中旬以降の

高温で回復し、収量は平年より「良」となり

ましたが、品質は平年「並」となりました。

秋まき小麦は、収穫期の降雨により収穫作

業のおくれがありましたが、粗原収量及び粒

張りが良好で、収量、品質ともに平年より

「やや良」となりました。

また、秋まき小麦の播種作業は、平年より

「２日おくれ」となっております。

春まき小麦も登熟日数が確保されたこと

と、収穫作業のおくれがありましたが、倒伏

の発生は少なく、適期収穫がなされ、収量、

品質は平年より「良」となりました。

てん菜は、移植期の低温や９月以降の高温

障害の影響を受け、収量は平年「並」の見込

みですが、糖分は平年を下回る見込みであり

ます。

バレイショは、春先の天候不順による定植

作業のおくれがありましたが、収量、品質と

もに平年「並」が確保され、でん粉価は平年
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「並」の見込みであります。

玉ねぎは、収量、品質ともに平年より「や

や良」となる見込みであります。

豆類は、播種作業のおくれがありました

が、８月中旬以降の高温で生育が進み、大豆

は収量、品質ともに平年「並」、小豆の収量

は平年「並」で、品質は平年を上回る見込み

であります。

菜豆も収量、品質ともに平年「並」となる

見込みであります。

牧草は、収量、品質ともに平年「並」であ

り、サイレージ用トウモロコシは、高温の影

響で子実に先端不稔が見られ、平年より「や

や不良」となりました。

なお、５月から１０月における降水量、気

温、日照時間は、参考資料のとおりでありま

す。

次に、御提案いたします議案について御説

明を申し上げます。

専決処分の承認について。

美幌町一般会計補正予算（第７号）は、衆

議院議員総選挙に係る事務執行のため、急を

要したことにより専決処分をいたしましたの

で、御承認を賜りたいのであります。

人事案件について。

本町固定資産評価審査委員会委員杉本義明

氏は、本年１２月２４日をもって任期満了と

なりますので、後任に菅原雅之氏を選任いた

したく、御同意を賜りたいのであります。

条例の改正について。

議案第５２号「美幌町税条例の一部を改正

する条例制定について」は、減免基準を明確

にするための文言整理などの改正を行おうと

するものであります。

議案第５３号「美幌町手数料徴収条例等の

一部を改正する条例制定について」は、手数

料、墓園管理料、公共下水道受益者負担金な

ど及び個別排水処理施設分担金の徴収免除及

び減免規定の文言整理のための改正を行おう

とするものであります。

議案第５４号「美幌町集会室条例の一部を

改正する条例制定について」は、旧釧路地方

法務局美幌出張所をみなみまち集会室として

使用するための位置変更を行おうとするもの

であります。

議案第５５号「美幌町道路占用条例の一部

を改正する条例制定について」及び議案第５

６号「美幌町普通河川条例の一部を改正する

条例制定について」は、使用料及び手数料の

見直しに伴い、占用料等の改正を行おうとす

るものであります。

各会計補正予算について。

まず、一般会計の主なものとしては、普通

交付税の確定として１億５,０９４万９,００

０円、文化ホール整備、エゾシカ対策に係る

地域づくり総合交付金として１億７万円、企

業の森等の森林整備に係る山林購入費用とし

て２５２万６,０００円、町道の冠水対策な

どのため雨水管・ます修繕料として３１５万

円、あさひ体育センターボイラー取りかえ修

繕料として２１０万円、道路橋梁災害復旧事

業費として２４４万１,０００円などを初

め、事務事業の確定に係る整理及び補助金並

びに地方債等の確定による補正を行おうとす

るものであります。

次に、特別会計等の主なものについてであ

りますが、国民健康保険特別会計については

出産育児一時金の増額を、後期高齢者医療特

別会計については保険料の増に伴う広域連合

市町村保険料等負担金の増額を、介護保険特

別会計については保険料の減額及び保険給付

費の増額を、公共下水道特別会計、個別排水

処理特別会計及び水道事業会計については平

成２３年度地方債確定に伴う償還利子の減額

を、病院事業会計については医師給与等の減

免を、それぞれ補正を行おうとするものであ

ります。

なお、細部につきましては後ほどそれぞれ

御説明を申し上げますので、御審議の上、原

案に御協賛賜りますようお願い申し上げ、行

政報告と提出案件の概要説明といたします。

以上、よろしくお願いを申し上げます。

○議長（古舘繁夫君） これで、行政報告を

終わります。
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─────────────────────

◎日程第４ 一般質問

○議長（古舘繁夫君） 日程第４ 一般質問

を行います。

通告順により発言を許します。

５番中嶋すみ江さん。

○５番（中嶋すみ江君）〔登壇〕 本日は、

さきに通告してありました３項目、４点につ

いて質問させていただきます。

１項目め、高齢者の肺炎予防対策につい

て。高齢者の肺炎球菌ワクチン接種助成につ

いて。

二つ目、介護保険制度の改善について。福

祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任払い

制度の導入について。

三つ目、子育て環境の充実について。一

つ、「地方版子ども・子育て会議」の設置に

ついて。二つ、子ども・子育て支援事業計画

について。

１点目、高齢者の肺炎予防対策について。

高齢者の肺炎球菌ワクチンの接種助成につ

いてであります。

厚生労働省が、平成２３年度発表いたしま

した日本人の死因の統計では、肺炎が脳卒中

など脳血管疾患を抜き第３位となりました。

肺炎は高齢者の直接死因の１位であり、その

９６.６％が６５歳以上の高齢者で占めてお

ります。

口腔内の細菌が肺炎を起こすこともあり、

こまめな歯磨きや義歯の手入れも重要であり

ます。肺炎を引き起こす原因菌には数種類あ

りますが、中でも肺炎球菌は肺炎全体の約２

２％を占めております。また、入院治療が必

要になる肺炎の３０％から４０％が、肺炎球

菌によるものであると言われております。

本町の平成２３年の死因順位は肺炎が２位

であり、死亡の年齢割合も６５歳以上が９

６.８％と高く、高齢者の肺炎対策は急務と

考えます。また、４割の自治体で公費助成を

実施しております。本町の高齢者の肺炎死亡

率の現状を見ても、高齢者に肺炎球菌ワクチ

ン接種の助成が必要な時が来たと考えます。

考えをお伺いいたします。

２点目、介護保険制度の改善について。

福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任

払い制度の導入についてであります。

介護保険の制度上の改善として寄せられて

いる声の一つとして、福祉用具購入費及び住

宅改修費の補助について、利用者が一旦全額

負担し、その後申請をして保険給付分の９割

を受け取る償還払いだけではなく、利用者本

人が保険対象額の１割を事業者に支払い、残

りの９割分を事業者が利用者本人にかわって

給付を受ける方法、受領委任払いを選択でき

るように改めてほしいとあります。

介護保険での福祉用具購入費（ポータブル

トイレや入浴用椅子など）及び住宅改修費

（手すりや段差解消など）の支給は、償還払

いが原則となっております。利用者にとって

は一時的であれ全額負担となると、相当な経

済的負担を強いられることになります。受領

委任払いの導入を進めることで、利用者の負

担軽減を図ることができます。本町の受領委

任払いの導入についての考えをお伺いいたし

ます。

３点目、子育て環境の充実について。

一つ、「地方版子ども・子育て会議」の設

置について。二つ、子ども・子育て支援事業

についてであります。

子育て関連３法の法律が８月２２日に公布

され、新たな就学前の教育や子育て支援のあ

り方を定めた「子ども・子育て関連３法」へ

の円滑な移行を目指し、国は９月中旬に内閣

府の中に新制度施行準備室を設置し、自治体

向けの説明会を開始しております。

新たな支援策を実施するに当たり、自治体

は「子ども・子育て支援事業計画」をつくる

必要があります。そのためには、地域の子供

や子育てに関するニーズをきちんと把握する

ことが何よりも大切であります。

国において、平成２５年４月に「子ども・

子育て会議」が設置されます。会議の構成メ

ンバーとしては、有識者、地方公共団体、事

業主代表、労働者代表、子育て当事者、子育
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て支援当事者等、子ども・子育て支援に関す

る事業に従事する者が想定され、子育て支援

の政策決定過程から、子育て家庭のニーズが

しっかりと反映できるような仕組みとなって

おります。

子ども・子育て支援法第７７条において、

市区町村では地方版子ども・子育て会議を設

置することを努力義務化しておりますが、子

育て家庭のニーズを把握して施策を行う仕組

みは、地方においても極めて重要と考えま

す。子ども・子育て関連３法の趣旨は、幼児

期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て

支援を総合的に推進することでありますの

で、本町においても子育て家庭のニーズがよ

り一層反映できるよう、来年度から子育て当

事者をメンバーとする合議制期間「地方版子

ども・子育て会議」を新たに設置することが

必要と考えますが、いかがでしょうか。

今回の子ども・子育て支援法の制定によ

り、全ての自治体が事業計画を策定しなけれ

ばならないこととなっております。事業計画

の期間は５年であります。この事業計画策定

に当たっては、国の基本指針に基づき、子育

て家庭の状況及びニーズをしっかりと調査

し、把握することが求められております。

平成２７年度からの本格施行に向け、事業

計画を平成２６年度半ばまでに策定するため

には、平成２５年度予算措置及び事業計画策

定に向けたニーズ調査の範囲や対象はどのよ

うに考えているか、お伺いいたします。

以上であります。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 中嶋議員の

質問にお答えをいたします。

初めに、高齢者の肺炎予防対策について。

高齢者の肺炎球菌ワクチン接種助成につい

てでありますが、平成２４年６月に、厚生労

働省が公表した平成２３年人口動態統計によ

りますと、全国で肺炎により死亡された方は

１２万４,６５２人と、全死亡者の９.９％を

占め、死因順位の第３位となっています。ま

た、肺炎により死亡された方のうち、６５歳

以上の方は９６.５％を占めており、肺炎に

よる死亡率は年齢とともに高くなっていま

す。

美幌町における平成２３年全死亡者のう

ち、肺炎により死亡された方の割合は２５.

１％で第２位と全国順位に比べて高く、その

うち６５歳以上の方は９６.８％を占めてい

ることから、当町におきましても高齢者の肺

炎予防対策の推進が非常に重要となっており

ます。

高齢者の肺炎につきましては、免疫の働き

が低下しているために感染しやすく、風邪の

ような症状が３日ないし４日たってもおさま

らない、息切れや胸痛、呼吸が速いなどの症

状の場合に疑われますが、典型的な症状が出

にくいことも多く、発見がおくれて重症化し

やすいことがあると言われています。

肺炎の原因としては、マイコプラズマや黄

色ブドウ球菌など数多くの病原体が原因とな

りますが、最も多いのは、肺炎球菌でありま

す。肺炎球菌は、健康な人の鼻の奥や喉によ

く見つかるもので、症状に出ない時が多いの

ですが、高齢になって免疫力が弱くなってく

ると、体内に侵入しやすくなり、肺炎や髄膜

炎などの症状をもたらし、重症化することも

あります。

肺炎を予防するためには、口の中の細菌を

ふやさないために口腔ケアを行うこと、誤嚥

を防ぐこと、禁煙のほかに肺炎球菌ワクチン

を接種することが重要と言われています。

美幌町における肺炎予防の取り組みとしま

しては、小児用の肺炎球菌ワクチン接種につ

いて、国が平成２３年１月より任意接種事業

を実施しており、厚生労働省では平成２５年

度からの定期接種化を目指して、来年の通常

国会に予防接種法改正案を提出することと

なっております。

御質問の高齢者の肺炎球菌ワクチン接種の

助成につきましては、本年９月２８日に開催

した美幌町健康増進計画推進委員会第２回会

議の中で、美幌町の肺炎による死亡割合が高

いことが出され、推進委員より「高齢者へ肺
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炎球菌ワクチン接種助成を行うことは、肺炎

の重症化を予防でき、入院日数短縮も可能な

ことから、医療費削減効果があるのではない

か」との意見をいただいたところでありま

す。

また、美幌医師会より高齢者の健康、医療

費の抑制等を考え、本町でも高齢者の肺炎球

菌ワクチンの接種助成を早急に実施すべきと

の要請がありました。

さらに、北海道が平成２４年４月１日現

在、道内自治体における高齢者への肺炎球菌

ワクチン接種助成状況について調査した結果

によりますと、道内１７５市町村のうち３

７.７％と、約４割の自治体が助成を実施し

ている状況にあります。

このようなことから、できるだけ多くの高

齢者の方に接種いただき、予防効果を上げて

いくことが必要であり、接種費用も８,００

０円前後と負担が大きいので、接種費用の一

部助成を新年度予算に向けて検討してまいり

たいと考えております。

さらに、国に対しても高齢者への肺炎球菌

ワクチン接種の定期接種化について、要望し

ていきたいと考えております。

次に、介護保険制度の改善について。

福祉用具購入費及び住宅改修費の受領委任

払い制度の導入についてでありますが、介護

保険サービスの中で腰かけ便座や入浴補助用

具などの福祉用具購入費、住宅の手すりの取

りつけや段差の解消などの住宅改修費の支給

は、一旦利用者から費用の全額を事業者に支

払っていただき、後で町から申請に基づき保

険給付分の９割を利用者に支給しておりま

す。

御質問の受領委任払いの導入についてでご

ざいますが、受領委任払いは利用者が保険給

付分の自己負担額である１割分だけを事業者

に支払い、町が事業者に保険給付分の９割を

支払うもので、利用者の一時的な経済的負担

軽減が図られる制度でありますので、今後、

介護保険サービス事業者、住宅改修事業者及

び居宅介護事業者などと協議を行い、具体的

に要綱などを整備し、実施してまいりたいと

考えております。

次に、子育て環境の充実について。

地方版子ども・子育て会議の設置について

でありますが、町は、子育て支援の推進を図

るため、平成１５年に次世代育成支援推進協

議会を立ち上げ、平成１６年３月に平成１６

年度から２１年度までの目標を定めた「美幌

町次世代育成支援行動計画前期計画」を策定

しました。さらに、平成２１年６月に、後期

計画策定に向けニーズ調査を実施し、平成２

２年度から２６年度までの目標を定めた「美

幌町次世代育成支援行動計画後期計画」を策

定したところであります。

御質問の「地方版子ども・子育て会議」

は、市町村子ども・子育て支援事業計画へ地

域の子育てニーズを反映していくことを初

め、子育て支援施策が地域の子供や子育て家

庭の実情を踏まえて実施されるよう幼児期の

保育及び教育、その他子育て支援事業に係る

需要量の見込みや提供体制の確保などを計画

するに当たり、重要な役割を果たすことが期

待されております。

現段階においては、国から事業計画策定の

ための基本指針が示されておらず、基本的な

内容については明確にされておりませんが、

次世代育成支援推進協議会で検討してまいり

ます。

次に、市町村子ども・子育て支援事業計画

策定に関する平成２５年度予算措置及びニー

ズ調査の範囲や対象についてでありますが、

計画の策定時期が平成２６年中ごろまでと

なっていることから、美幌町次世代育成支援

行動計画後期計画の見直しに合わせ、平成２

５年度より計画策定及びニーズ調査の実施に

向け検討し、これらの経費については必要な

予算措置をしてまいります。

なお、ニーズ調査の調査項目など基本的な

内容については、平成２５年４月に設置され

る国の子ども・子育て会議で議論が行われ、

基本指針の中で示されることから、国等の動

向を注視しながら検討してまいります。
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新年度による市町村子ども・子育て支援事

業計画においては、子育て中の方々の声を的

確に反映し、地域における創意工夫を生か

し、地域のニーズに合った子育て支援施策を

明確にしてまいります。

以上、御答弁をさせていただきました。よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ５番中嶋すみ江さ

ん。

○５番（中嶋すみ江君） 再質問をさせてい

ただきます。

初めに、高齢者の肺炎球菌ワクチン接種助

成についてであります。

成人用肺炎球菌ワクチンに詳しい大阪大学

の大石和徳特任教授が発表されておりました

内容に、２００６年から２００９年にかけて

１,０００人以上の高齢者を対象に比較した

検証結果では、約９０種類に分類される肺炎

球菌のうち、主に原因菌である２３種に対応

した２３価ワクチンを接種した人たちは、肺

炎球菌による肺炎の発症が６３.８％も減少

し、その他の肺炎も４４.８％も減少した

と、このように成人用肺炎球菌ワクチンの接

種は肺炎の予防に有効であり、死亡率を下げ

る効果があります。

また、ワクチンの効果は、約５年間持続可

能なため、６５歳以上の高齢者全員にワクチ

ンを接種した場合、多くの人の肺炎の発症を

抑えるとともに、入院患者と入院期間の減少

などで国として年に５,１１５億円もの医療

費の削減が見込まれるという試算でした。こ

のようにワクチン接種には肺炎の予防に大き

な効果と、医療費の大幅削減が見込める効果

があるという結果が発表されておりました。

ただいまの答弁の中に、美幌医師会も高齢

者の健康、医療抑制の観点から肺炎球菌ワク

チン接種助成を早急に実施すべきとありまし

た。私も本町の開業医の先生に、美幌町とし

て高齢者の肺炎球菌ワクチン接種は必要かど

うかお伺いしてみました。先生も、美幌町は

肺炎で亡くなる高齢者の方が多いので、５年

前からワクチン接種の助成を町に要望してい

ると話されておりました。

このように医療現場でも公費助成の声が上

がっております。答弁に、接種金額が８,０

００円ほどと高いので、新年度に一部助成を

考えているという前向きな回答に、医療現場

も高齢者の方にとっても朗報だと思います。

助成額についてでありますが、助成額の金額

など、どのようにお考えかお伺いいたしま

す。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） ただいま議員が大学

の研究機関の検証結果も今述べられておりま

した。発症する原因が統計上も明らかである

ということ、また、ワクチンによって防ぐこ

とができるということで、まず肺炎球菌のワ

クチンは、私ども美幌町の取り組みとして

は、まず子供さんから先に取りかかろうとい

うことで、実は肺炎球菌ワクチンの接種を始

めました。

これはなぜかというと、子供さんが将来に

わたって大きな障害を背負わないことがまず

重要だということで、まずそちらのほうを取

り組まさせていただきました。それで一定の

そちらのほうのめどができたということで、

今、お話ありましたように、美幌町の死亡原

因を見ましても第２番目に位置づけられてい

るということでありますので、このことにつ

いては前向きにしっかりと考えていこうとい

うことで、今、予算時期でありますので、次

年度に向けて予算編成の中で十分検討してま

いりたいと思っております。

それで対象となるのはどこまでにするか、

あるいは助成の割合だとか細かいことについ

ては、この後、予算編成の中でしっかり詰め

ていきたいと思っております。

一方で新しい事業でありますので、どこか

の部分をスクラップしてこないと、なかなか

財源も難しいということでありますので、そ

ういうことを含めて予算編成の中で前向きに

考えていきたいと、そのように思っておりま

す。

○議長（古舘繁夫君） ５番中嶋すみ江さ
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ん。

○５番（中嶋すみ江君） 助成額の金額につ

いては、まだ検討中ということであります

か。ほかの市町村の助成とか、町と同じよう

な経営というかそういう状況の町と比較し

て、ほかの町は３,０００円とか４,５００円

とか、いろいろな金額の助成している市町村

がありますけれども、美幌町としてはほかの

市町村のことも考慮したり、いろいろ調べて

いるかと思うのですけれども、そういう面か

ら、もしお答えできるのでしたら、美幌町は

このぐらいの予算を組めるかなとかそういう

のがありましたら、ちょっとお願いしたいと

思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 全道の約４割がこう

いう制度持っている、中身見ると、かなり幅

広い、年齢対象をどこに置くかも全く違いま

すし、また全額補助というようなこともやっ

ているところもありますし、さまざまであり

ますので、それらを参考にしながら、また美

幌の状況を先ほど言ったように、どこかをス

クラップしてこないと、なかなか財源も見出

せないということありますので、それとの見

合いだとか総合的にいろいろな情報を得て、

総合的な判断をしていきたいと思っておりま

すので、今、この場で対象、何歳、そして補

助率幾らということはちょっと申し上げられ

ませんけれども、いずれにしても助成すると

いうようなことで前向きにとらえて考えてい

きたいと思っております。

○議長（古舘繁夫君） ５番中嶋すみ江さ

ん。

○５番（中嶋すみ江君） 助成が前向きとい

うことで、あと対象者の接種先の病院につい

てなのですけれども、指定にするとか、指定

にされないとか、どのようになっているかわ

かる範囲で、よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） それら含めて全体を

考えていきたいと思っております。

○議長（古舘繁夫君） ５番中嶋すみ江さ

ん。

○５番（中嶋すみ江君） 成人用肺炎球菌ワ

クチン接種料金は、病院各自で金額を設定し

ているようでありますので、８,０００円前

後のところから、もっと安いところとかいろ

いろあります。それで、もし全額接種であれ

ばよろしいのですけれども、一部負担も予定

しているようなのでありますので、少しでも

対象者の負担を軽減するためにも個人で自由

に選んでいただけるようなそういう体制づく

り、それを考えていただきたいと思います。

また、高齢者の肺炎からのリスクを守るた

めに、守る対策は新年度から実施していただ

けるということで感謝、少しでも助成してい

ただけるということで、前向きにしていただ

けるということですごく感謝いたします。絶

対的に来年度はやっていただきたいと要望い

たしまして、この質問は終わらせていただき

ます。

２点目の介護保険制度の改善について、福

祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払い制

度の導入について再質問させていただきま

す。

これからますます進む高齢化に向け、利用

者がふえると思われている制度の改善がなさ

れることになり、大変にありがたく思いま

す。実施につきましては、新年度からと考え

てもよろしいでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 民生部長。

○民生部長（馬場博美君） 先ほど、町長か

ら答弁申し上げましたとおり、後段のほうで

介護サービス事業者、それから住宅改修業

者、居宅介護事業者などと協議を行って、新

年度からできるだけ早くやっていきたいとい

うふうに考えてございます。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今、肺炎球菌のこと

でお話ちょっとありましたので、つけ加えさ

せていただきたいと思いますけれども、今ま

でもいろいろなワクチン接種は、美幌の医師

会の皆さん大変御理解をいただいて、極力安

く、統一的な料金でやっていただいていると
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いうようなことがありますので、肺炎球菌に

ついても協議をさせていただきたいと思いま

すけれども、できる医療機関全てでやっぱり

接種できるようなことが、住民の皆さんたく

さん接種できるということでありますので、

そういう相談もぜひともやっていきたいと

思っていますので、御理解をいただきたいと

思います。

○議長（古舘繁夫君） 今、介護保険制度の

答弁がありましたので、再質問があれば２番

に移ってください。

５番中嶋すみ江さん。

○５番（中嶋すみ江君） 国としましても私

たちの要望で、負担軽減を図るための制度改

正が実施されております。その一つとして、

本年４月から高額療養費制度も入院の場合だ

けではなくて、外来の患者さんについても医

療費の窓口払いが自己負担限度額までに抑え

られました。がん治療をされている方など、

高額な支払いになる方は立てかえ払いが不用

になり、大変助かっております。

また、高齢化が進むにつれて介護も老々介

護の時代になってきております。それに加え

て、年金受給者家族同士が支え合いながらの

生活環境にもなってきており、利用者の立て

かえ払い不用制度は本当に必要なものであり

ます。１日も早い実施を望み、質問を終了さ

せていただきます。

○議長（古舘繁夫君） 中嶋議員、２番が終

わったということですね。

５番中嶋すみ江さん。

○５番（中嶋すみ江君） ３番目、子育て環

境の充実について、再質問をさせていただき

ます。

初めに、地方版子ども・子育て会議の設置

についてですが、設置すべきかどうかという

ことで、山縣文治関西大学教授の声が教育新

聞に載っておりました。

その内容は、これまで市町村の子育て支援

事業は、多くの自治体で次世代育成支援対策

地域協議会の意見を踏まえた行動計画によっ

て実施されてきた。しかし、国が義務づける

特定事業が多く、地方の自由度が低いため、

協議会が形骸化しているケースがあった。今

回の新制度では、就学前から学童保育まで広

い範囲の予算配分方法を市町村レベルで考え

ていくことができる。子供たちに必要な授業

をどのような形で残していくか、子供のそば

にいる人たちの声を反映するテーブルが必ず

必要になるだろう。そして正しく機能させる

ためには、利用者そのものの声を伝えること

ができる人をできるだけ多く選定すべきだと

の内容でありました。

その中にありますように、次世代育成支援

対策地域協議会に対し、新制度は就学前から

学童保育まで、広い範囲の予算配分方法を市

町村レベルで考えていくことができる。

また、子育て当事者、子育て支援当事者の

声が反映できる会議が必ず必要になると言わ

れておりますが、その会議が国で示されてい

る地方版子ども・子育て会議と考えますが、

本町としてもメンバーに子育て当事者、利用

者そのものの声を伝えることができる人をで

きるだけ多くした構成で、地方版子ども・子

育て会議を設定するお考えはあるかどうかお

伺いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今回の社会保障と税

の一体改革、消費税の値上げの中で、この子

育ての部分も入ってきたという認識をしてお

りますけれども、美幌町も実は今の計画の前

の次世代育成支援行動計画も相当全道に先駆

けてつくったという実績があります。しかも

多くの町民の皆さんがかかわりを持っていた

だいてやってきていると。この計画はまだ若

干残っているということでありますので、国

のほうがどう考えて指針を示すか、これを見

ながら取り組みを進めていかなければいけな

いと思っておりますけれども、いずれにしろ

我々のこの地域における子育てであるとかそ

ういう環境、美幌における環境がしっかりと

反映できるようなものを計画をつくらないと

いけないし、そのためにはニーズ調査をす

る、それをまた検討していく組織が必要だと
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いうことでありますので、国の基本的な指針

も含めて、我々の思いが、地域の思いが十分

通じるような計画に次世代の計画に引き継

ぐ、バトンタッチする計画ですから、そのこ

とをしっかりとやっていきたいと。

本当に我々は少子化対策の中で、次世代育

成のやつは十分住民の皆さんと協働してつく

り上げた計画だと自負持っておりますので、

これに負けないような計画をぜひつくりたい

し、国はその辺、この地域の裁量を生かして

いただけるようなものを、ぜひ中嶋議員もお

立場から声を上げていただきたい、そのよう

に思います。

○議長（古舘繁夫君） ５番中嶋すみ江さ

ん。

○５番（中嶋すみ江君） この制度は、私た

ちのほうも携わっていますので、一歩も二歩

も進んだ制度だと確信しております。また、

地方自治体においての留意事項とか、いろい

ろな資料がたくさん出ておりますので、本当

に美幌町に合ったすばらしい子育ての充実を

図っていただきたいと思いますので、本当に

子育て中の当事者の声が入った、十分そうい

う声が入った十分討議できる会議が今の次世

代、それ以上にもしできる会議で美幌町の子

育て支援が充実されることを希望いたしま

す。

次に、予算の計上は、事業計画策定に当

たって国の基本指針に基づき、子育て家庭状

況及びニーズをしっかりと調査し把握するた

めに重要なものであるので、それは了解いた

しました。

次に、ニーズの対象なのですけれども、子

育て中の方々の声が的確に反映するために、

対象範囲はどのように考えておられるかお伺

いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 範囲はやはり幅広く

意見を求めるということが、私ども特に自治

基本条例できてから、住民の皆さんが主役の

町づくりをしようということですから、幅広

い御意見をいただいて計画をつくり、そして

それを実行していくと、推進していくという

ことが基本になると思います。

予算措置については状況を見ながら、しっ

かりとおくれのないようにしていきたいと

思っています。

けさの新聞をちょっと見ました。選挙特集

の中で美幌の部分が取り上げられて、ゼロ歳

児保育のＮＰＯ法人がやっておられるとこ

ろ、既に満杯になって、お断りをしている

と。ですから、国は、地方をもうちょっと自

由裁量でできるようなそういう施策をとって

ほしいと、私は切実に思っています。

全国に子育てだからお金を渡せばいいとい

うことではなくて、美幌だったらゼロ歳児保

育をどうするかという極めて重要であります

し、都会ですと保育施設が足りないという、

待機児童がたくさんいると。地域によって全

然事情が違うわけですから、そこは地域事情

を一番わかっている地方に、権限とお金を与

えてもらうと。そのことで住民の皆さんの要

望に、しっかりと応えていけるという思いを

私ども言っていますけれども、なかなか通じ

ない部分もありますので、中嶋議員もひとつ

よろしくその辺をお願いしたいと思います。

ただ、思いはそういった思いでありますの

で、しっかり地域ニーズをとらえた中での計

画なり推進方策を考えていきたいと、そのよ

うに考えております。

○議長（古舘繁夫君） ５番中嶋すみ江さ

ん。

○５番（中嶋すみ江君） 今回の子ども・子

育て関連３法は、本当に地域の声も届くよう

な仕組みになっているように思われます。そ

のために地方版ということで、地方版子ど

も・子育て会議というものを国と同じ形で地

方にもつくって、そして進めていきたいとい

うそういう思いの中でこの会議が出たのかな

と思います。

そしてほかの市の会議の、これは次世代育

成支援推進委員会会議の会議録がネットに

載っていましたので、それをちょっと見まし

たら、このように書いてありました。「これ
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まで国と地方自治のあり方の中で、まず国が

方針を立てて指針をつくり、条件づくりを

し、都道府県が整備の主体を担い、市町村が

実施主体になる。そういう形でずっと流れて

きているのですけれども、国での検討が進ま

ず、具体的な方針がなかなか示されないた

め、地方では何かを考えなければならない。

これまでは国が示す一定の条件のもとで、仕

事を粛々とやっていればいいところを、地方

としてもかなり考えなければならない部分が

出てきている」というようなお話が載ってお

りました。

これが本当に地方においても美幌町におい

ても地方分権というか、そういう形で変わっ

てきつつある一つなのかなというように思い

ますので、取り組みを本当によろしくお願い

したいと思います。

先ほどのニーズのほうの続きなのですけれ

ども、子育て中の全員の家庭に漏れなくニー

ズ調査をしていただきたいという思いでおり

ます。そしてまた、幅広い支援事業の内容で

ありますので、支援事業対策の内容、メ

ニューもお知らせしていただきたいと思いま

すが、いかがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今、おっしゃったよ

うに、本当に地域でやろうと思っても義務づ

け、枠づけみたいなことが、今までの国のや

り方だと思っております。しかも予算はなか

なかつけていただけないというようなこと

で、非常に思いが届いていないなという気が

しております。何とか、今、選挙中でありま

すから、どんな政権ができて、どんな施策を

打ってこられるかちょっとわかりませんけれ

ども、いずれにしろもうちょっと地方を信じ

て、住民の皆さんのところに思いを寄せた

ら、そういった枠づけ、義務づけ、あるいは

財源をどうするかということは、しっかりと

国も考えていただきたいなという思いでいっ

ぱいであります。

それでこういった計画をつくるときも国は

指針を示して、都道府県、そして市町村にお

ろしてきますけれども、例えば中間にいる道

は計画つくって終わりとかということで、一

番苦労しているのは、一番住民の皆さんと接

するところが苦労している。その声を、もう

ちょっと耳を傾けていただきたいと思いま

す。我々は地域の住民の皆さんの声をしっか

り受けとめて、大きな声も小さな声もしっか

り受けとめて、施策の中に反映していきたい

という思いでありますので、こういった場で

もいろいろな御意見をいただきながら、この

地域に合った、この町に住んでいる住民の皆

さんが喜んでいただけるものをしっかりとつ

くっていきたいという思いでいっぱいであり

ますけれども、何としても国のそこを打破し

ないと難しいということでありますので、繰

り返しますけれども、よろしくお願いをした

いと思います。

○議長（古舘繁夫君） ５番中嶋すみ江さ

ん。

○５番（中嶋すみ江君） 力を尽くしてまい

りたいと思います。

また、子育て中の親御さんの声に、学童保

育の学年の延長も希望されている方もおりま

す。また、就職活動のために、子供を預かっ

てくれるシステムの要望もあります。また、

交通量も多く、子供の通学に危険を感じてい

る親御さんからは、町営バス送迎経路の途中

に家があるので、料金を払ってでも乗車させ

てもらたいとの声もあります。現段階で取り

組み可能な事柄は推進していただき、新たな

支援対策を実施するに当たり、漏れなくニー

ズを吸い上げできる体制づくりで子育て環境

の充実が図られることを念願して終わらせて

いただきます。

以上であります。

○議長（古舘繁夫君） 以上で、５番中嶋す

み江さんの一般質問を終わります。

○議長（古舘繁夫君） 暫時休憩をいたしま

す。再開を１１時２５分といたします。

午前１１時１７分 休憩

────────────────

午前１１時２５分 再開
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○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

通告順により発言を許します。

８番岡本美代子さん。

○８番（岡本美代子君）〔登壇〕 私は、さ

きに通告してあります３点、３項目について

質問いたします。

まず１点目といたしまして、節電について

です。

冬の節電について。

道内では夏の節電に引き続き、１２月１０

日から電力需要が過去最大を記録した２２年

度に比べて、７％以上の節電を要請されてい

る。期間は１２月１０日から２８日の午後４

時から午後９時、２５年１月７日から３月１

日の午前８時から午後９時、３月４日から８

日の午後４時から午後９時と、年末年始を除

く平日が対象となっている。

町では、この夏の節電に対しては前倒しで

早くに取り組み、本庁舎としゃきっとプラザ

はピーク時で７月、１４％、８月、１８％、

９月、２４％の節電を達成し、２２年度との

比較で１１％削減されている。図書館では２

０％、小学校も１０％から２０％、消防も９

％台の節電実績であった。今後も住民サービ

スに支障のない節電や、省エネ対策を続けた

いとの考えであります。

夏の節電が終了した後の集計では、企業や

公共施設の協力は節電要請以上の成果があっ

たが、一般家庭における実績では５％削減に

終わったとの報道でした。冬の節電に対して

もテレビ、新聞などの呼びかけ、また北電の

ウインターキャンペーンなどや道の節電に対

してのプレゼントと施策があるようですが、

町として広く一般家庭に呼びかけるような考

えがあればお聞かせください。

また、夏の節電により削減された電気料金

は、平成２２年度と比べどのようなものだっ

たかについてもお知らせください。

２点目といたしまして、「びほーる」につ

いてです。

びほーるオープン後における課題などにつ

いて。

８月１９日のオープン記念行事以来、び

ほーるがオープンして３カ月が経過いたしま

した。オープン記念行事には、多数の町民出

演者が長い間の練習の成果を披露していただ

き、また観客の方も昼の部、夜の部とも多数

来場していただき、美幌に文化ホールを求め

る町民の方々の長年の夢がかなった喜びをか

みしめていたのではないかと考えます。

新装オープンの効果か、年内の土曜日・日

曜日は予約で埋まっているとのことで、町民

に利用していただけるびほーるとしては、大

変うれしい限りだと思います。オープンして

３カ月経過いたしましたが、見えてきた課題

などがあればお知らせください。

また、舞台、音響、照明などを委託してい

ますが、スムーズに運営されているのかお知

らせください。専門知識を持った方のワーク

ショップなどは、何回程度行われているのか

お知らせください。

また、客席の階段は緩やかで歩きやすいと

は感じましたが、上演中薄暗い中、高齢者の

方が壁側に手をつきながら階段をおりる姿を

見て、壁側に手すりなどがあれば心強いだろ

うと考えます。今後、壁側の手すりを取りつ

ける考えがあるかお知らせください。

３点目といたしまして、市町村応援大使に

ついてです。

市町村応援大使を活用した取り組みについ

て。

「１７９市町村応援大使」は、２０１３年

北海道日本ハムファイターズが北海道に移転

１０年目を迎えるに当たって、選手が２０１

３年から１０年間、北海道の１７９全市町村

全てで、まちづくり、まちおこしに参加する

というプロジェクトであります。

美幌町は、２０１３年の１年間、２選手が

美幌町の応援大使となることが１１月２３日

に決定いたしました。応援大使は、１年間と

の期限つきであり、受け入れは市町村となる

ことから、限られた日数での活動となると考

えられますが、現在において応援活動してい
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ただくための事業計画などがありましたらお

知らせください。

以上、３点よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 岡本議員の

質問にお答えをいたしたいと思います。

なお、びほーるについては、後ほど教育委

員会のほうから答弁をさせていただきます。

初めに、節電について。

冬の節電についてでありますけれども、今

夏の節電の取り組み及び課題等につきまして

は、１０月１６日に「第３回オホーツク総合

振興局管内地域電力需給連絡会」が開催さ

れ、各種団体及び市町村における取り組み状

況並びに課題等についての意見交換を行った

ところであります。

本町の公共施設における夏の節電対策につ

いては、ＬＥＤ照明への改修、照明の間引

き、家電製品の使用制限、自動ドアの停止な

どを実施しましたが、町民の理解を得られた

ことから影響はありませんでした。

実績でありますが、庁舎の７月２日から９

月末までの平成２２年度対比最大需要電力値

は７９キロワット、１９.４％の減で、目標

値の７％を大きく上回ったところでありま

す。公共施設全体でも最大需要電力値で８.

９％の減となりました。

今冬の節電の取り組みにつきましては、１

１月２７日に「第４回オホーツク総合振興局

管内地域電力需給連絡会」が開催され、冬の

北海道の厳しさに配慮し、計画停電を含む停

電を回避するための対策が示されました。

本町におきましても夏の取り組みを踏まえ

て、執務室内の温度抑制や廊下の消灯、ＯＡ

機器の省電力機能の活用などで、夏に効果の

あった取り組みを引き続き実施するととも

に、日没の早まりや暖房など冬特有の状況に

対応した取り組みを実施いたします。

なお、町民に対しましては、広報などによ

り各家庭における節電要請を呼びかけ、目標

達成に向けた理解を求める考えでおり、プレ

ゼント等の施策については考えておりませ

ん。

次に、市町村応援大使について。

市町村応援大使を活用した取り組みについ

てでありますが、このたび北海道日本ハム

ファイターズが、北海道を本拠地としてから

２０１３年に１０年目という節目を迎えるた

め、道民へ感謝の気持ちを込め、「北海道全

力応援プロジェクト「ＷＥ・ＬＯＶＥ・ＨＯ

ＫＫＡＩＤＯ～ファイターズは北海道を全力

応援します！～」」と題し、今後１０年間を

かけて道民をファイターズが、全力応援する

企画がスタートしました。これは北海道日本

ハムファイターズが、地域の方々とともに歩

み続けていくため２０１３年からの１０年

間、ファイターズの２選手がチームを組み、

１年間の任期で地域のまちづくり、まちおこ

しに寄与する市町村応援大使を務めるもので

あります。

議員御承知のとおり、本町は、先月２３

日、日本ハムファンフェスティバルにて、２

０１３年対象市町村に当選し、応援大使とし

て、増井浩俊投手と榊原諒投手が決定したと

ころであります。

議員お尋ねの「現在において応援活動をし

ていただくための事業計画等」については、

まだできていませんが、北海道日本ハムファ

イターズからは、応援大使を市町村のポス

ター、広報紙、ホームページ、ブログ掲載に

起用したり、特産品のプロモーションに応援

大使が協力するなどといったことが可能であ

ると言われており、今後、日本ハムファイ

ターズの担当者と応援大使の活動内容につい

て、具体的な内容を確認した上で、本町に

とってより効果的なまちづくりに寄与する具

体的な事業計画を、各界各層から意見を聞い

て提案したいと考えております。

以上、御答弁をさせていただきました。よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君）〔登壇〕 びほーる

について、岡本議員の御質問にお答えいたし

ます。



－ 18 －

びほーるの利用につきましては、順調に推

移し、８月オープンから１１月末までの稼働

率は、舞台のみの練習利用を含めて７６％に

達しております。今後においてもより一層の

びほーるの稼働率アップと、利用拡大に取り

組んでまいります。

御質問の「オープン後、見えてきた課題」

についてでありますが、現在、直営でホール

を運営しており、嘱託職員２名、代替職員２

名、操作業務委託先職員１名、計５名の人員

を配置して管理運営を行っております。ホー

ルの稼働率が上がることで催し物が重なり、

準備（仕込み）への時間がとれない、作業す

る人員が限られるなど、ホール運営に対する

課題が見えてきており、現在、課題解決に向

け検討している状況にあります。

次に、「舞台設備など操作業務委託がス

ムーズに運営されているかについて」であり

ますが、業務委託は６月１日より委託契約に

より実施しております。オープンまでの準備

期間が短時間でありましたが、８月１９日び

ほーるがオープンし、記念行事も盛大に、多

くの町民、関係者の感動の中に終えておりま

す。その後においてもイベント、行事につい

てもスムーズな運営がされており、今までに

はなかった舞台照明の演出などにより、ホー

ルを利用された方や客席においても、満足の

いく評価をいただいているものと考えており

ます。

次に、「ワークショップの開催について」

でありますが、７月２日に音響メーカー、操

作業務委託業者の指導・協力で、文連加盟団

体など７０名ほどの参加をいただき、「び

ほーる音響セミナー」を実施しております。

また、ピアノのフルオーバーホールにおい

て、びほーるのピアノ調整作業に合わせ、ピ

アノの基礎について、町民会館スタッフへの

研修を２回行っております。

次に、「客席壁側への手すりの設置につい

て」でありますが、びほーるは町民が集う芸

術・文化活動の拠点施設として、親しみやす

い、使いやすい、安全・安心なホールを目指

しており、気持ちよく鑑賞できるためにも、

上演中の客席照度の設定など、状況等の確認

をしてまいります。

びほーるが多くの町民に愛され、芸術・文

化の輪がより一層広がっていくことを念願し

ており、より一層のびほーるのホール機能充

実に努めてまいります。

以上、御答弁をさせていただきましたの

で、よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） それでは、冬の節

電のほうから順次再質問してまいります。

先日、計画停電ではありませんが、私たち

の日常生活において電気は重要な位置づけだ

ということは、住民誰もが理解しているとこ

ろですけれども、特に北海道に暮らす私たち

にとって冬の停電の怖さは、１１月２７日に

胆振西部を中心とする暴風雪による鉄塔倒壊

で、何日にもわたり停電で、自治体の苦労や

住民の生活への不安が報道され、冬場の停電

を切実な問題として、それぞれ受けとめたの

ではないかと考えます。その後、乾電池の買

い置き、それからガスコンロのガスボンベの

買い置きをふやしたなどという話も聞きま

す。

この停電により、自家発電設備がない自治

体では、迅速な本部機能が果たせなかったと

の反省も報道されているようでしたが、我が

町は安心してよいと考えています。

この節電に対する答弁書で、私は１回目の

ときに、削減された料金が幾らだったかとい

う質問をしておりますので、この部分が

ちょっと抜けていて、これを今お知らせいた

だければと思いますけれども。

○議長（古舘繁夫君） 総務主幹。

○総務主幹（高崎利明君） 夏の節電におけ

ます目標値は、最大需要電力の７％カットと

いうことでありまして、電気料金に換算でき

るものではないのですね。最大、一番使用電

力の使っている期間の７％カットということ

でありますが、使用電力量、１日を通しての
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７月から９月の２２年度の使用電力量で単純

に比較しますと、今回の夏の節電とはちょっ

と異なる部分もありますが、そういう部分で

計算いたしますと、庁舎、しゃきっとプラザ

の部分では、今現在の単価で計算しますとお

おむね約２０万円、大きいところでは下水道

の終末処理場も同じぐらいの約２０万円くら

いということで、公共施設全体では７月から

９月の使用電力量の２２年度の比較では、約

５０万円の電気料金が節減されたということ

になっておりますので、よろしくお願いいた

します。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 一生懸命取り組ん

だ結果のある程度の成果だということなので

すけれども、古い話になるのですけれども、

私、省エネとかそういうものには昔から関心

を持っていたので、各小学校でも１０％から

２０％を取り組んだというふうな答弁があり

ましたけれども、各学校で節電に取り組んで

削減された金額を各学校に全額でなくても半

分でも返して、学校の備品なり学校の充実の

ために使う、そういう取り組みができないか

ということを平成１７年１２月議会で質問し

ているのですけれども、そのときの答弁は、

たしかいつも節電・省エネに心がけているの

で、これ以上削減は無理だというような回答

をいただいたような気がします。

今回、冬の節電は夏の節電よりもまだまだ

難しいというふうに考えています。しかし、

難しいけれども、冬の節電になってからでも

夏の節電のときもそうなのですけれども、い

ろいろな方とお話しした中で、やはり一生懸

命取り組んでくださる方は電気ポットをやめ

たとか、便座の暖かさをやめたとか聞くので

すけれども、いやうちは若い子がいるからそ

れは無理だよとか、うちは孫と一緒に暮らし

ているから無理だよとか、そういうふうに学

校で取り組んだ節電が、なかなか家の中まで

持ち込まれていないというのですか、帰った

らそういう若者がいるところは、もちろんす

ごく気をつけているところもあるのでしょう

けれども、どちらかというとなかなか周知徹

底は、ちょっと年代層が上がるのではないか

なというふうには私は思っています。

今回、冬の節電は満遍なく協力していただ

くために、私は微々たるお金でも学校の中で

節電に取り組んだものを学校の中に返すとい

うようなそういう取り組みも、この機会に考

えられないかなというふうに考えていますけ

れども、その辺、町長、何かお考えがあれば

伺いたいのですけれども。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 今回のやつは原発事

故から発して、全国的にエネルギーをどうす

るかというところから端を発しているので、

一時的に何かポイントを与えたりそういった

ことでなくて、もうちょっと骨の太いエネル

ギーの取り組みというか、そういうことを考

えて無駄だったものをしっかりと節電してい

くと。さらには、従来使ったやつを少し１０

年前の生活に戻して、みんなで節電しようと

いうのが今回の取り組みだと思いますので、

努力したところに、１カ所だけにあるいは２

カ所だけに何か恩恵を与えるというような方

法では、とても今回の事態は乗り切ることが

できないと思いますので、そういうことは今

のところ考えておりません。

それと、今おっしゃったようになかなか家

庭に持ち込めないと、これは僕もいろいろあ

りますけれども、成人病予防だとか交通安全

と同じように、車の横に乗って、いつも誰が

乗ってブレーキかけなさい、スピード出す

な、あるいは箸の行き先を見て、それ食べて

はだめですよということは、なかなかそれは

現実的に難しいと思います。だから啓蒙・啓

発という運動が我々大事なので、こういった

エネルギーが、今、原発がだめになって、と

まっているところが多いと。そんな中で、で

は我々の生活を支えるエネルギーをどうする

かということは、家庭でもしっかりと今回の

ことを期に、将来に向けて考えていかなけれ

ばいけないと、そんな思いでおりますので、
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我々としては国が示す、あるいは北電が示す

そういった啓発・啓蒙活動に協力して、家

庭、あるいは産業活動、生産活動している現

場も大変だと思いますけれども、みんなで無

駄なところを削るというようなことをしっか

りと共通認識として取り組まないといけない

のではないかなと、そんな思いをしておりま

す。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 本当に産業界なん

かは報道されていたのですけれども、夜業を

するというのですか、そういう大変な協力を

強いられているようなふうに報道されていま

した。

町長がおっしゃいましたように、「今、原

発がとまっているからその先だけではだめだ

よ」ということですけれども、それは私も同

じ考えで、今だけすればいいという省エネで

はないというふうに思っています。

１２月５日に、環境省が公表した２０１１

年度の温室効果ガス排出量が、前年より３.

９％ふえたと発表しています。福島の原発事

故の影響で各地の原発がとまり、火力発電所

を多く動かしたことが主な原因であるとの見

解ですけれども、私はやっぱり次世代に安

心・安全な地域を残したいと考えていますの

で、再生可能エネルギーによる電力の確保が

望ましいというふうに考えています。

私は省エネ、節電に対しましても子供に教

えることが、一番遠いようで一番確実だなと

いうふうにいろいろな経験から、例えばぺッ

トボトルを回収することになったよとか、そ

ういうことに対しましても子供に教え込む、

そしてその子供から家庭に持ち帰るというこ

とが、遠いようで一番確実だなというふうに

経験を積んでおります。

私たちもスマッピーカードとして、何か節

電に取り組むことができないかというふう

に、夏の質問をした後考えてみまして、７

月、８月、９月の検針伝票を持ってきて、合

計７％を削減した方にポイントをプレゼント

するということを計画いたしました。これで

３０名の方が参加していただきまして、抽選

だったものですから、ちょっと広がりが薄く

なったかなという反省点はあるのですけれど

も、３０名の方が当選されたその平均は１８

％の節電だったのですね。最高は５７.２％

の削減率、すごいものだなというふうに思っ

ていましたけれども、この中の何人かとお話

させていただきましたけれども、「冬は無

理」とかというお話も聞きまして、夏から見

ると本当に冬は各家庭の節電ということで、

非常に夏よりも難しいということで、これは

先ほど言いましたように広報活動が広い訴

え、そういうことが重要だなというふうに考

えていますけれども、この点でもう一度だけ

質問させていただきまして、この節電につい

ては終わらせていただきたいと思います。

どのように今後また家庭に広めていくの

か、その辺、考えがありましたら、町長、お

願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） ことしの夏、初めて

本格的な計画停電になりかねないのを防ごう

ということで、全道的な取り組みをしまし

た。また、全国も多分そうだと思いますけれ

ども、この夏の経験を生かして継続できるも

のをしっかりやっていくと。新たな取り組み

ができるものについてはしていくし、そのこ

とで継続と新たな取り組みをしっかりと住民

の皆さんに理解をしていただいて、協力をし

ていただくためのさまざまな道具を使って、

広報紙、あるいはホームページだとか、今、

ヤフーのトップページ見ると、いろいろ電力

事情出でいますけれども、ああいう形がいい

のかどうかちょっとわかりませんけれども、

いずれにしろ先ほど言いましたように、啓

蒙・啓発をしていかないと、なかなか浸透が

できないと思っていますので、しっかりやり

たいと。

我々は、我々の地域についてはリサイク

ル、分別のときにこれだけのことをできたの

で、多分、住民の皆さんも十分理解していた
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だいて協力していただけると思いますし、ま

た公共施設はまだまだできることあるとした

ら、公共施設としてしっかりとやっていきた

いと。住民の皆さんにしっかり情報提供をし

ながら、協力いただけるような広報活動を

しっかりとしていきたいと、そんなふうに

思っております。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） それでは２点目の

びほーるについてのほうから再質問していき

たいと思います。

答弁の中で、稼働率が上がることで催し物

が重なり準備の時間がとれない、それから作

業する人員が限られるなど、ホール運営に対

する課題が見えてきており、現在、課題解決

に向け検討しているとのことですけれども、

その方向性だけでも今話せるところがあれ

ば、もっと詳しくお知らせいただきたいと思

います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 利用率について

は、非常に高いということに関しては、本当

に感謝をしているところであります。やっぱ

り行事が重なることによって、ここにも

ちょっと答弁に書いておりますが、仕込みと

いうか、一つの舞台セットをどういうふう

に、特に照明と音響を、これをセットするか

が結構時間かかるということでありますの

で、全部外部から来る催し物であればそんな

に問題はないのですけれども、やはり地元の

方がこういうふうに使いたいということに対

してのですので、今のスタッフはできるだけ

設備としては、それなりにできる設備を持っ

ておりますので、従来のやっていたよりも喜

んでくれる形をとりたいということで、その

プログラムを入れたりとか、それが非常に

使っているので、その辺はでは人をふやせ

ば、それで解決するかという問題でもないの

ですね。

それから、プログラムの組み方を例えば他

の職員にもきちんとマスターさせるとか、そ

れからベースになっているプログラムを入れ

ている機械をふやすとか、それはできること

なのでやっていきたいというふうには思って

おります。

まだ、これから先の話ですけれども、支援

をしてくれる人たちの育成も、今、管理する

側と運営する側ということで、町長部局と教

育委員会と分かれていますけれども、両方協

議しながら、そういう応援していただけるよ

うなボランティアの育成なんかもしていきた

いというふうには思っております。

よろしくお願いします。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 操作業務委託先職

員１名ということなのですけれども、例えば

大きな行事があるときは、委託先から応援要

員などは来ているのか、それとも常勤１名だ

けなのか。例えば、受託事業者は必要な人員

を配置するものとするという契約の項目が

あったと思うのですけれども、その辺のとこ

ろ今どうなっているのかお聞かせください。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 人数が大きな行事

で不足する分については、委託先のほうから

も応援には来ていただいております。

それと、社会教育に係る分については、社

会教育に携わっている職員が応援していると

いうことではあります。実際には委託先のほ

うからも来ているということになります。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） それではかなり応

援に、今の答弁なのですけれども、大きな行

事のときは必ず何人かが応援に来てくれると

いうことには間違いないですね。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 大きな行事のとき

に必ず来てくれるということでは、そういう

ふうには私は考えておりません。基本的に

今、操作の委託をしている職員をベースとし

てやれるというふうに思っております。それ
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は今までのスタッフの中で。

ですから、従来の第１ホールでかかわって

いたような考え方は、私は１回捨ててくださ

いという話をしています。ですから、きちん

と指示ができる人に基づいて、今いる職員が

どういう配置をするかということで、それに

対して足りない人間に対してはというか、人

員に対してはできるだけ地元で対応する。そ

のためには御質問でもありましたけれども、

ワークショップとかそういうものをして、皆

さんで館を盛り立てるというふうにしていか

ないと物は進んでいかない。数で、どこかか

ら持ってきて、それでやってもらえばいいと

いう考えは私はちょっと賛成ではなくて、そ

ういう言い方は今のスタッフにはしておりま

せん。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 先ほどの答弁で、

支援をしてくれる、応援をしてくれるボラン

ティアみたいな方を募りたいというふうな答

弁でしたけれども、その答弁書で７月２日に

音響メーカーとか、操作業務委託業者の指

導・協力で、文連加盟団体７０名程度の参加

で、びほーる音響セミナーを実施したとのこ

とですけれども、今後このようなワーク

ショップなどには、文連などに加入していな

くても、びほーるの舞台とか照明・音響に興

味を持つ方であれば一般参加も可能なのか、

一般的に先ほどの答弁では、そうかなとは思

うのですけれども、一般的に広く門を開いて

地域で育てていくという考えをお持ちなの

か、そのところをお聞きします。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 今の御質問ですけ

れども、一般の方、希望される方はどんどん

参加いただくような形をとっていきたいとい

うふうに思っています。やはり興味を持って

いる方もいますし、例えば音響であれば、そ

れにかかわる基礎知識を持っている方もいる

という。ただ、気をつけなければいけないの

は、そういう方を募って、その方が好きにや

るということではありません。あくまでも会

館の今、中心になっている職員を中心に決め

られた形を学んでもらうということでありま

すので、中には一部の他の町で、こういう集

団がみんな勉強会やって、だんだんだんだん

レベルが上がってマニアックになる方がいま

す。それはそれでいい、あくまでも一つの

ルールに乗って、会館を維持するためのボラ

ンティアとして応援してもらうというような

スタッフを町民から、それから文連から多く

の方に参加してもらうようにしていきたいと

いうふうに考えております。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） びほーるの舞台設

備などの操作業務が委託という形をとってい

ますけれども、その条件の一つに、受託事業

者は５００席程度のホール、舞台、照明、音

響業務に３年以上の実務経験がある、または

１級舞台機構調整技能士、１級音響技能士、

１級照明技師、技能士のいずれかの資格を有

する者で、舞台の技術指導を町民に普及・指

導できる者という条件があります。

大きなホールの舞台用具が、簡単ではない

というふうに私も考えています。上にいろい

ろなつり物もありますし、ある時は命にかか

わるようなこともあるかなと思いますけれど

も、私は長らく望んでびほーるが町内にでき

た、それを町内で長いこと盛り上げていくた

めには技術者の育成というのですか、地元で

の技術者育成というところにも力を注いでい

くべきというふうに考えています。

稼働率が想定以上で、大変だということな

のですけれども、全てができると言いません

けれども、地元にもそういうことを手伝える

人がいるというふうに思っていますので、そ

の方々に手伝ってもらうなどの考えはないの

でしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 地元に手伝ってい

ただけるというか技術を持った方は、それな

りにいると思います。ですから、そのことが
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委託云々というのは、ちょっと別な見方をし

ていただきたいというふうに思っておりま

す。ですから、地元で、それは私もそうで

す。私もＰＡもやりますし照明もやります。

そういう人たちを少しでもきちんと地元でや

れる、応援してあげるスタッフを育ててほし

いですし、そういう仲間をつくりたいという

ふうに思っております。

ただ、何度も繰り返しますけれども、その

人たちは会館というきちんと施設を熟知し

て、それなりの力を持っている人たちにきち

んと従ってもらって、協力するということを

しないと、好き勝手にやるということではな

いと。知識を持った人が、今までの流れで、

好き勝手に会館をいじるということは全く考

えておりません。

例えば、いい例は「音響設備で片づけも手

伝いますよ」今まではマイクを勝手にぼんぼ

んぼんぼん外していくのですね。それは機械

的に非常に損傷を起こすというか、それはき

ちんと中心になっております職員、委託先の

人間がいますけれども、彼がこういうふうに

してくださいということに対して、きちんと

知識を持った者が片づけるとかそういう意味

での応援ということなので、その辺を間違え

ると本当に会館がコントロールできなくなる

ので、そういった中では、みんなであるルー

ルを持った運営をしていきたいというふうに

は考えております。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） よくわかりまし

た。ルールを持ったスムーズな運営の中で、

そして地域の人材も育てていくということで

よろしいかと思います。

平野教育長は、どの部門にいるときも子供

たちの芸術祭など、町の文化を育てるボラン

ティア活動を長く続けてきた経験を私も十分

理解していますので、文化ホールづくり、そ

れから子供たちに生の、昔は文化ホールをつ

くって子供たちに生の舞台を見せたいと頑

張って、そういうのがもう２０年過ぎてから

ホールができました。待っている間に、みん

な二十数年、年を取ってしまって、少子高齢

化時代にやっとその文化ホールができたとい

うことで、今後の運営とか利用とかという部

分ですね、そういうものに対して今はオープ

ンしたばかりですので、ある程度注目度も集

まっていますけれども、安定して町民が長ら

く使っていただくというその方向には、やっ

ぱりいろいろな方々の協力も必要だと思って

いますし、びほーるができて今回報告もあり

ましたけれども、多額の寄附をいただくなど

本当にありがたいことだなというふうに思っ

ています。

その期待に応えるためにも、稼働率と運営

のところをうまくやっていただきたいなとい

うふうに思っております。このことに対し

て、一度、教育長の答弁をお願いいたしま

す。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） ホールをつくると

いうことに対しては、本当に岡本議員と同じ

思いで一緒にやってきて、今日に至って、で

きたことに対しては本当に喜んでおります。

やはりホールができた以上は、どれだけの方

に使っていただくか、また、これから美幌を

担う子供たちにも使ってもらうかということ

を単純に何か音楽とか演劇だけを一方的にや

るのではなくて、日常的に何か使っていくよ

うな方法を皆さんで考えていきたいというふ

うに考えております。

そうすれば当然稼働率もよくなりますし、

例えば子供たちが吹奏楽でもいいのですけれ

ども、何か全道大会、大会に行く場合に、事

前にホールで皆さんがステージに立ってみる

とか、やはり学校でやっているのと、あの

ホールの中でリハーサルをやるのと全然雰囲

気が違うというのですかね、そういう部分で

はどしどし子供たちというか、学校には利用

していただきたいと思いますし、あとはみん

なで町民が喜んでくれるような催事という

か、催し物を持ってきたいというふうに考え

ていますので、今後ともよろしくお願いしま
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す。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） 先ほどもワーク

ショップのところでちょっと言い忘れたので

すけれども、やはり町民に広く門を開くとな

れば、やっぱり学生なんかでも照明とか音響

とかそういうことを教えて興味を持たせても

いいし、自分たちがやるとき、そういうとき

は、自分たちがある程度やれるというふうな

ことにもつながるというふうに思っていま

す。

それと、先ほどの壁際に手すりということ

なのですけれども、私もある程度そういう活

動していましたので、上演中立ってうろうろ

されるということは非常に困るのですけれど

も、見ていましたら、本当に壁づたいに歩く

方がいる。先ほど、文化ホールが欲しいと言

いながらも何十年かたってしまったというこ

とは、やはり高齢者がふえているということ

ですね。自分も６０を過ぎますと、しゃきっ

との階段とか、びほーるの階段が非常に楽に

感じます。町民会館の第１、第２ホールの階

段が非常に急に感じるという、実感としてそ

ういうことがわかってきましたので、ちょっ

と薄暗い中で、階段は緩やかですけれども、

客席側には手をつけて歩かない、壁側に手を

ついて歩いているところを見ると、やっぱり

これは一つの課題だなと思いますので、その

辺少しでも使いやすいびほーるということで

寄附もいただいておりますので、何とか検討

していただきたいというふうに思って、この

ことについてひとつお答えをいただきまし

て、びほーるについては終わりたいと思いま

す。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 今の手すりについ

ては、課題という認識はいたします。ただ、

基本的な考えを再度確認させていただけれ

ば、やはり催事の時に実際、席を立つという

ことは一般的に好まれていないということ

で、それは余り起こる事例ではないというこ

とを頭に置いていただきたいと思うのです

ね。

あとは、今のホールの設備というか、つ

くった段階で限られた予算の中で、どれだけ

グレードの高いものをつくっていくかという

中においたときに、それぞれの基準の中でつ

くってきております。そういった中でいけ

ば、今のところ施設の両サイドの階段、途中

から入るところからいけば３メートルぐらい

のところに、席が９席残っているのですけれ

ども、それに対して今の基準というか、一般

的に高齢の方とか障がいの方が、支障がない

幅でつくっているのが実態であります。その

ことがどうしても、これから高齢になって手

すりをつけなければいけないということであ

れば、それはさっき言ったように課題として

考えたいというのは、そういう意味です。

ですから、今の中で何ができるかという

と、中段から入っているところであれば、例

えば車椅子であれば椅子を外して、そこに車

椅子が入れれるようになっています。それか

ら、高齢の方には一番入りやすいところに、

この席のところに皆さんお入りくださいとい

うこともできると思うのですね。

ですから、今やれることはまず催事が始ま

る前に、席によっては高齢の方とか配慮した

入れ方を、みんなでされてはいかがかなとい

うふうに私は思っております。そういった中

で、かつ上の段の席まで行くためには、手す

りがなければだめだということであれば、そ

れは今後皆さんの多くの意見を聞きながら、

考える必要があるかなというふうに思ってい

ます。御理解いただきたいというふうに思っ

ております。

○議長（古舘繁夫君） ８番岡本美代子さ

ん。

○８番（岡本美代子君） それでは最後に、

市町村応援大使について入っていきます。

日本ハムのことなのですけれども、私はま

だにわかファンの域でしかないなというふう

に自分で思っているのですけれども、病院に

入院している方なんかの話ですと、本当に病
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室の話題で、きょうファイターズが勝ったと

か負けたとか、本当に多くの方が気にしてい

るというか、応援しているというか、元気を

いただいているのだなというふうに気づかさ

れまして、それとまた今回質問出させていた

だいたのは、その期間が２５年の１月からだ

ということで、４月からではなくて１月から

だということで、年間１４０試合以上戦うこ

とを考えれば、余り自由な時間は取れないと

いうことも考えられますし、先日、網走の報

道がされていましたけれども、網走なんかは

観光に対してすごく期待しているというふう

な記事を読みましたけれども、町民の中にも

雪祭に来てくれないかなとか、焼き肉まつり

というのですか、そういうときに来てくれな

いかなとか、希望を出す方もいらっしゃいま

す。それと、野球をしている子供たちにとっ

ても大変有意義だというふうに考えていま

す。

この答弁の中で、具体的な事業計画を各界

各層から意見を聞き提案していきたいという

ふうに書いておりましたので、この辺を聞い

て安心いたしました。ぜひ積極的な事業計画

を期待いたしたいと思います。この辺、町長

から一度答弁をもらって終わりたいと思いま

す。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） このたび日本ハム

ファイターズの応援プロジェクトに、全道９

６応募した中の１８に当選をさせていただい

た。５.３倍であります。オホーツク管内で

は、八つ手を挙げて網走と美幌ということ

で、そういった意味で本当にすばらしい球団

とすばらしい選手と縁結びができたというこ

とに、本当に感謝したいと思いますし、ま

た、栄誉ある第１回目の１７市町村に選ばれ

たというので、本当に感謝を申し上げたいと

思いますし、今後、最大の取り組みをしてい

きたいなと思っております。

きょうの北海道新聞のほうのオホーツク版

でしたか、載っていましたけれども、きのう

球団の方がお見えになって、いろいろなお二

人の等身大の像だとか、あるいはユニフォー

ムにサインした、あるいはポスターも１００

枚ほど持ってきていただきましたので、そう

いったものを町民の皆さんに御披露しなが

ら、またポスターもいろいろなところに張っ

ていただいて、１年間という短い期間であり

ますけれども、お二人を中心に、また球団に

も声援を送ってもらいたいし、こちらも送っ

ていきたいと。

ただ、議員おっしゃったように、プロ野球

選手なのでキャンプから始まって最後は日本

シリーズまでということの行程を考えると、

なかなかお二人が来て何かをするというのは

厳しいかなと思いますけれども、ただ、いろ

いろなアイデアを出して、その中でどれがで

きるかということは、球団との話になると思

います。

きのうの話では、１７の市町村共通で取り

組めること、それから「それぞれの町村が取

り組めることも考えていかなければいけない

ですね」というような話もちょっと出ていま

したので、いずれにしろ大変な縁を得たわけ

でありますから、最大限の取り組みをしたい

なというのが、現時点での具体的な事業計画

については、これから本格的にということに

なると思います。まず、お二人のこういう等

身大のものを町民の皆さんに見ていただきた

いし、ユニフォームの額に入ったものを見て

いただきたい、ポスターも見ていただきたい

と、そっちのほうをまず先にやらないといけ

ないかなと思っておりますので、いずれにし

ろ最大限の取り組みをしたいと思っていま

す。

○議長（古舘繁夫君） 以上で、８番岡本美

代子さんの一般質問を終わります。

暫時休憩をいたします。再開を１時半とい

たします。

午後 ０時２０分 休憩

────────────────

午後 １時３０分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。
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通告順により発言を許します。

９番坂田美栄子さん。

○９番（坂田美栄子君）〔登壇〕 私は、今

回、教育行政のみの質問をさせていただきま

す。

まず一つ目、小・中学校の摂食障害につい

てということです。

摂食障害（摂取障害）が小・中学生の間に

も広がっていることが、最近注目を集めるよ

うになってきました。このごろのテレビや週

刊誌におけるダイエット特集は異常なほど

で、毎日マスコミからの降り注ぐシャワーの

ような情報に対して、個人的に影響を受けな

いように生活することは、極めて難しい状況

にあります。

特に思春期、女子中学生などは友人の何げ

ない一言や、痩せていることが美しいという

風潮に大きく影響を受けています。小・中学

校で無理なダイエットによる摂食障害が疑わ

れる児童・生徒たちへの対処方法はどのよう

にされているのか、考え方がありましたらお

聞かせいただきたいと思います。

二つ目にですが、言語活動の充実について

ということですが、新学習指導要領の中で考

え方が示されております。

学校教育においては、国語科はもとより各

教科、その他の教科、その他の教育活動全体

の中でも効果的な国語力の育成が重要とされ

ていることは理解しています。しかし、近年

においては携帯電話、メール等の普及が、自

分の口から自分の思いを表現できる子の育成

につながっていないのではないかと危惧され

ています。「言葉の力」を育む取り組みで、

お示しできるものがあればお聞かせいただき

たいと思います。

以上の２点ですので、よろしくお願いいた

します。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君）〔登壇〕 摂食障害

について、坂田議員の御質問にお答えいたし

ます。

小・中学校の摂食障害についての御質問に

お答えいたします。

美幌町内の小・中学校へ調査をした結果、

美幌町における摂食障害が疑われる児童・生

徒は、現在のところ確認されておりません。

学校における状況ですが、児童・生徒の中

には極端な偏食もまれに見られますので、例

えば給食を一切食べない、あるいは急激に痩

せたなどの日常の観察に努め、早期発見する

ことが大切であります。

摂食障害の対処方法は、家庭が第一義的に

行うべきものですが、家庭と連携をとり、児

童・生徒の状況に合った指導を、学校と家庭

が共通理解に立ち進めていけるようにしてお

ります。

さらに今後においても健康診断において、

著しい体重の増減についてチェックを行い、

学校での養護教諭のかかわりや担任の給食指

導や栄養士との連携した栄養指導などの健康

教育を通して改善を図るようにしてまいりま

す。

次に、言語活動の充実についての御質問に

お答えいたします。

議員御承知のとおり、学習指導要領では教

育課程の編成について、一般的方針が明記さ

れておりますが、新学習指導要領施行以前か

ら各学校において、国語科以外の各教科など

でも、これまでの授業において言語活動を取

り入れた学習活動が行われてきたところであ

り、新学習指導要領の見直しに当たっては、

これまでの行ってきた言語活動を把握、検証

し、その上で指導計画の作成に当たっては、

各教科などの目標と指導事項との関連、教材

や教具について十分に研究し、効果的な指導

を行うための言語活動の工夫・改善に向けて

検討を行っております。

その際、言語活動を充実すること自体が目

的ではなく、言語活動により基礎的・基本的

な知識及び技能の習得、これらを活用して課

題を解決するために必要な思考力、判断力、

表現力、その他の能力を育むことを目指すこ

ととしております。

また、平成２１年のＰＩＳＡ（ＯＥＣＤ
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（経済協力開発機構）による国際的な生徒の

学習到達度調査）の結果により、子供たちは

必要な情報を見つけ出したり取り出すことは

得意だが、それらの関連性を理解したり、み

ずからの知識や経験と結びつけたりすること

が苦手であることが示されたことから、「事

実などを解釈し説明するとともに、互いの考

えを伝え合うことで、自分の考えや集団の考

えを発展させること」を踏まえて指導を行っ

ております。

具体的事例として、小学校１年生の算数科

では、計算の意味や計算の仕方について、具

体物を用いて説明し合う事例であるとか、小

学校３年生の道徳では、話し合い活動を通じ

て一人一人の児童に自分の思いを表現させる

事例であるとか、小学校３年生の理科では、

データを解釈し、集団で協議する事例など、

全教科においてさまざまな言語活動を行って

おります。

こうした言語活動のすぐれた指導事例は、

これまでに学校において多くの蓄積があると

考えており、それらを学校内で共有すること

が求められておりますので、町内の学校にお

いてもすぐれた事例について、教員の研究・

研修により把握し、共有、普及していくこと

を期待しており、学校の取り組みにより、創

意工夫を生かしたさまざまな指導手法が、開

発・実践されることを今後も期待していると

ころであります。

以上、御答弁させていただきましたので、

よろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） それでは摂食障害

について、再度質問させていただきます。

現在の美幌町内での摂食障害を疑われる児

童・生徒というのは、確認されていないとい

う意味では、非常に安心しているところで

す。ただ、以前に町内の児童の中で、原因は

定かではありませんけれども、治療を受けて

いた児童がおりました。その児童は、病院の

入退院を繰り返しながら、回復にはどの程度

の時間を要したか私は定かではありません

が、相当な時間を要して治療されてきたとい

うふうに伺っています。

本当に今は全くないということなのですけ

れども、ただ、一般的に言われるのは、１０

代の後半から２０代の前半の女性に多く見ら

れると言われております。国内の中でも都市

部に多くて、男性にも患者が少しずつ広がっ

ている状況があるという報道もされておりま

す。男性の場合は、まだ５％ということなの

で、数字の問題ではありませんけれども、国

内でもそういう傾向が徐々にふえてきている

ということだけは、認識していただきたいな

という思いで今回質問をさせていただいてお

ります。

摂食障害というのは、御存じのこととは思

いますけれども、身体の影響については栄養

失調、無月経、便秘、腹痛、貧血、冷え性、

低血圧、低体温、女性ホルモンの減少、歯の

障害、胃腸障害など、体への影響は多岐にわ

たると言われております。それで成長過程に

おいては、大きく影響が出てくるということ

は、言うまでもないことだと思っています。

都心では、摂食障害のうちの拒食症というの

は、低年齢化をしているという情報もありま

すし、低年齢化というと、小学４年生から発

症しているという事例も報道されておりま

す。

一番気になるところは、この病気に対する

認知度というのは、非常に低いということな

のですよ。そこを強調させていただきたいな

と思っております。特に、痩せていることが

美しいという風潮から、小・中学生も影響を

受ける可能性は大だということを、改めて認

識していただきたいなということを考えてお

ります。

美幌の学校の中では、児童・生徒に対する

この病気の恐ろしさということを十分に教え

ていただきたい、学校教育の中でぜひこの問

題について取り上げていただきたいなという

思いから、今回質問させていただきましたの

で、そのことについてもし考え方があればお
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聞かせいただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 初めの答弁の中

で、疑われる児童・生徒については、「現在

のところ確認されておりません」という意味

なのですけれども、ちょっとこの辺を補足さ

せていただきたいというふうに思います。

今回答弁をさせていただいたことについて

は、厳密な調査ではないということなのです

ね。ですから、学校へ聞き取りを行って、学

校でも担任や養護の先生に一般的な主観概念

というか、摂食障害のものを聞いて、「摂食

障害の児童・生徒が今のところ確認されない

よ」ということなのですね。ですから、その

中で私どもも今お話しした中で気をつけなけ

ればいけないのは、そういう人がいないとい

うことではないということは、私も理解して

いますし、御理解いただきたいというふうに

お願いしたいのですね。ですから、表面に出

ていない摂食障害の児童・生徒というか、そ

ういうものがいる部分もあり得るということ

を、私も肝に銘じて考えていきたいというふ

うには思っております。

そういった中では、今回の中でどう対応し

ていくかというような話もちょっとさせてい

ただいたり、どういうところでチェックをし

ていくということをもちょっと答弁させてい

ただきました。そのことを全くいないよとい

う認識でないということだけをちょっと御理

解いただきたいというふうに思っておりま

す。

今、本当に非常に痩せていることが美徳的

な要素、質問の趣旨の中でもお話ありました

けれども、マスコミでいろいろあったり、あ

るいはダイエットのコマーシャルがたくさん

あったり、本当に坂田議員がおっしゃってい

る痩せ賛美というのですか、痩せていること

が美徳的なものに対しては私も同じ意見とい

うか、それは本来おかしいことではないです

というような考えは持っております。

そういった意味の中では、今回そういう実

態があるということをきちんと認識しなさい

よという意味では、本当にきちんと受けとめ

たいと思いますし、そういう質問をいただい

たことに対しては、ありがたく思っておりま

す。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 私も今回この１年

の間に摂食障害ではないですけれども、「大

人になってからその病気というのは発症する

のだよ」という意味でのテレビ報道されてい

たのを、多分、何回か目にしたことがある人

もいるのかもしれませんが、小・中学生、学

生のうちは偏食したりそういうことは親の責

任でもあって、本当は家庭でそういうことを

きちっと話し合われた中で取り組んでいただ

ければいいのでしょうけれども、なかなかそ

こだけでは今、間に合わない状況かなという

ふうに思っています。

それが成長する過程で、何かの栄養分が不

足したために３０代、４０代になってから骨

折しやすい体、それから病気しやすい体に

なってきているというのは、全く予知できな

いことだったのだろうと思うのですけれど

も、今の子供たちは特にそういうところでは

知らない部分でもありますので、できれば学

校だけでなくて家庭と一緒になってそういう

取り組みをしていただければ、もっとスムー

ズに取り組みやすいのかなというふうに思い

ますし、子供たちもそういうところでの認識

が違ってくるのかなというふうに思いますの

で、ぜひそんなところでは、例えば家庭訪問

であったり、参観日であったり、いろいろな

学校のイベントであったりするときに、お母

さんたちにもぜひ認識していただくような働

きかけがあってもいいのかなというふうに思

います。

今のお母さん、若いお母さんたちは本当に

スタイリストというか、とてもすてきなスタ

イルのいいお母さんたちばかりなので、そう

いう意味ではそういう心配がないのかもしれ

ないのですけれども、育っていく子供たちに

は十分親ともに認識深めていただきたいなと
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いうふうな思いで、今回質問させていただき

ました。できれば今後の取り組みとして、そ

のような方針でいっていただければというふ

うに思いますので、これに対して何か御意見

がありましたら、お聞かせいただきたいと思

います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 摂食障害という部

分でいけば、多分、私どもの年代でいけば、

本当に世界に知らしめたというのは、カーペ

ンターズのカレンさんがそういう障害で亡く

なったというのが、非常に全世界に発信され

て、その原因が今回の摂食障害というか、神

経性の食欲不振症というか、拒食症というこ

とで、これが非常に多く広まった直近という

か、始まりかなというような気がしておりま

す。

そういった中でいけば、今、坂田議員が

おっしゃったように、何もかも学校の中でそ

れをやるというのは難しい部分あります。た

だ、今、置かれている状況を置かれた状況と

してきちんと受けとめた中で、学校はもとよ

り家庭なりにも発信する立場は、それは役割

としてあるのかなというふうに思っておりま

す。そういった中でいけば、御指摘のとお

り、学校だけではなくて家庭の中でもそうい

う部分をきちんと理解してもらうような方策

なり、何か手だてを考えていきたいというふ

うには思っております。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 今の摂食障害につ

いては、何らかの形で取り組んでいただける

ということなので、この質問に対してはこれ

で終わらせていただきます。

次、言語活動についてなのですけれども、

今回この言語活動の中からというか、国内で

の学力調査の結果からいろいろなデータが出

ておりまして、そのデータの中から日本の子

供たちには、思考力、判断力、表現力に課題

が多く見られてきたというのが現実かなとい

うふうに思っています。

これらの子供たちを取り巻く現状や課題を

踏まえて、平成１７年度に中央教育審議会に

おいて見直しがされて、現段階に来ているの

かなというふうに理解はしているところです

けれども、御答弁の中は、本当に十分理解し

ていることですし、いろいろしっかり工夫・

改善しながら取り組んでこられているなとい

う意味では、よく理解しているところなので

すけれども、現実、私も小学生・中学生と会

話する機会がありまして、そのときに私か

ら、お互いの会話の中でどうしても単語だけ

が出てきて、文章につながらないというか、

文章になってない会話というか、そういうの

が非常に最近多く感じられるこのごろかなと

いうふうに思っているのです。これでは本当

に言語活動きちっと取り組まれているのかな

という私自身の危惧で、今回質問させていた

だいたところでなのです。

この問題についても学校だけの会話では、

きっとうまくいかないのだろうと思うのです

よ。友達関係、それから一番は親子関係の中

できちっと会話ができているかというのが、

基本的な考え方だろうと私も認識はしている

ところなのですけれども、このことについて

もやっぱり家庭だけに任せておけない、学校

と家庭と一体で取り組んでいかないと、解決

できない問題ではないのかなというふうに

思っているところなのです。

今、中学校が高校の跡に行きましたので、

私たちの道路歩くときに、携帯でメールをし

ながら歩いている様子は見かけなくはなった

のですけれども、例えば隣りに座っていなが

ら、お互いに顔を見ないで携帯で会話をして

いたり、例えば大人になってからもスナック

へ行っていて、お互いに後ろ向きになって会

話でなくてメールで会話するような状況が何

度か見受けられたので、こういうことも小さ

い時からの訓練ではないのかなというふうに

感じているところがありましたので、今回あ

えて質問させていただいたということなので

すけれども、このことについても考え方があ

れば、感想を含めてお聞かせいただきたいと
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思います。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 言語活動の充実と

いう部分でいけば、言葉という意味からいけ

ば、非常に国もそのことに関しては危惧をし

ているというような状況であります。

今、坂田議員がおっしゃった中央教育審議

会の答申においても、要は基礎的な知識技能

の習得については、多分、成果は認められる

ものだけれども、これからの変化の厳しい社

会とか、自立して生きる上での重要な能力の

思考力とか、判断力、表現力に課題があっ

て、それの基礎となる語学力を育成したいと

いう話なのですね。ですから、北海道におい

ても教育課程の中で、要は語学活動の充実と

いうことで、非常に手引なんかを出したりし

て、一生懸命やっていることも事実です。

それはそれ、では現実にという話になった

場合に、それはまず学校の中の話をさせてい

ただければ、先生方の力量に差が出てきてい

る部分も確かだという気がするのですね。で

すから、それぞれ学校でそういう一つの基準

に基づいて教えていく部分ではあるのですけ

れども、その中でいけば先生方の中のやっぱ

り差が生じているので、それを何とか是正し

なければ、全体に底上げはできないだろうと

いうような思いがしております。

そういった中でいけば、今、前任の川崎教

育長からの引き継ぎの中で、教育の町美幌を

目指した中でいけば、本当に先生方の研修の

充実を図っていこうという一つの引き継ぎが

ありまして、私もそう思っております。そう

いった中でいけば、まず先生方の例えば授業

の全授業公開とか、それから特設授業とか、

それから授業交流を多くして、何とか先生方

も一生懸命頑張っていただいているのですけ

れども、その手法がちょっと間違っていれ

ば、やっぱり無駄になる部分があるので、子

供たちにとって有意な方法に伸びるような、

一つの教えるということの学びもしてほしい

というようなことで進めております。

もう一つは、家庭の中においてという部分

でいけば、それは本当に同感というか、先ほ

ど言語力という話をした中で、やはり他との

コミュニケーションを取る能力という部分

が、欠けているのかなというふうに思ってい

ます。そういった中でいけば家庭の中におい

ても、このごろそういうお話を聞く機会が多

いのですけれども、「朝御飯食べるために家

族が集まります。でもどういうわけか朝御飯

をセットしたら、お母さんもお父さんもメー

ルというか、携帯を開いて一生懸命誰かと、

本来家族の中に携帯というそういう媒体を

使って、全く違う人たちとの連絡をとってい

ると、そういう問題はどこかで解決しなけれ

ばだめだよね」という話をされたけれども、

私も本当にそう思っております。

だから極端に言えば、本当にある意味では

例えばノーカーデーではないですけれども、

食事のときは携帯とかテレビゲームのそうい

う端末をなくしましょうとか、そういうよう

な何かを極端ですけれども、そういう運動を

していかない限り、なかなか難しいのかなと

いうふうに思うことがあります。

そういった中でいけば、本当に他とのコ

ミュニケーションをどう取っていくかという

部分においては、課題でもありますけれど

も、やはり一歩一歩進めていかなければいけ

ないことでもあるということは、当然認識を

しております。

○議長（古舘繁夫君） ９番坂田美栄子さ

ん。

○９番（坂田美栄子君） 教育長は、随分い

ろいろな意味で認識をしていただいていると

いう意味では、これからもっともっと変わっ

ていくのかなという思いで期待はしたいと

思っております。

本当に家庭の中の会話ということになる

と、私も反省するところがないわけではあり

ません。やっぱり朝起きて御飯を食べるまで

の間、早く起きなさい、早く食べなさい、あ

れをしなさい、これをしなさいというのが家

庭の中の唯一の会話でないかなというのも、

私もわからないわけではないなというふうに
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感じているところもあります。

たまたま私のところは、今、日本人ではな

くて外国人の婿さんがいるという意味ではす

ごい会話、わからないところは徹底的に聞

く、納得できないところは徹底的に質問をし

てよこすというのが、向こうの人たちのコ

ミュニケーションの取り方なのかなと、改め

て感じさせられている部分というのもあるこ

とは確かなのです。

やっぱりそういうのも小さい時からのコ

ミュニケーションというか、会話の仕方と

か、対話の仕方とか、それから友達とのコ

ミュニケーションの取り方とかというのは、

小さいときからの訓練なのだろうなというふ

うに思うのですよね。だから取り立ててそれ

をやらなくても、日常的にできれば一番いい

のでしょうけれども、やっぱり今の状況では

ある意味、あえてそういうことをセッティン

グしていかないと、なかなか可能になってい

かないのかなと、そういうふうな状況をつ

くっていけないのかなというふうな思いもあ

ります。

ということであれば、家庭ともっと連携を

とりながら、家庭の中での会話、学校へ来て

からの先生との会話、友達との会話というの

は、こんなの今から言うことはおかしいかも

しれないのですけれども、一つ一つ積み重ね

ていかなければ、築いていけないことになっ

てしまったのかなというふうな思いをしてい

るところです。

ですから、私、これ以上しつこく言うつも

りはありませんけれども、家庭・学校・子

供、その中で一体的に取り組んでいけれるよ

うな取り組みの仕方、やり方、そういうこと

を今後、教育の中できちっとルールづくりと

いうか、組み立てというか、そういうところ

で取り組んでいただければ、すばらしい子供

たちに成長していけるのかなというふうに期

待をしたいところです。

今の状況では、私としても将来ちょっと不

安だなという思いが強かったものですから、

今回あえて質問させていただきました。その

ことで何かお考え方があれば聞かせていただ

いて、私のほうからは、この質問に対しては

終わりとさせていただきたいと思います。ど

うぞよろしくお願いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 教育長。

○教育長（平野浩司君） 子供たちの人とつ

ながる機会が少なくなったというのは、本当

に坂田議員がおっしゃったとおりかなという

ふうに思っています。

そういった中でいけば、子供たちがやって

いる文化の貧しさというか、外遊びはしない

のが、常にゲーム機を使っていたり、それか

ら家庭での本来養育をすべきものがちょっと

変わってきているというか、だから育てられ

ないまま育っているというか、ちょっとうま

く言えないので、そういう要素があるという

意味では、それは大人というか、それは私ど

もがやっぱり反省しなければいけないし、こ

れからも自分のいろいろな親となっている世

代にも伝えていかなければいけないのかなと

いうふうに感じるところであります。

学校の中には、私も教育長に任命いただい

てからいろいろ見せていただいている。なか

なか全てが学校でやるというのはちょっと大

変かなというふうに思っています。そういっ

た中に、ぜひ学校に行っていただきたいとい

うふうに思っています。というのは学校を見

に行っていただきたいと思います。私は気軽

に、学校の状況を皆さんが見ていただきたい

というふうに思って、その中で授業を見てい

ただいた中で、本当に先生方どういう教え方

しているのですかということも感じてほしい

ですし、ちょっとこの先生とこの先生、何で

こういう教え方、差があるのかとか、子供を

見ていただいて、何でちゃんと座って聞いて

いないのかとか、動いたり、そういう状況を

きちんと見ていただくことが大事なのかなと

いうふうに思っております。

そういった中でいけば、まずは学校を見て

いただいて、その中で学校に対する批判では

なくて、本当に私どもがというか、地域の人

たちが何ができるかということをどんどん
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言っていただきたいですし、それは学校にも

言っていただいても結構ですし、私ども実際

に進める教育委員会とか町に言っていただい

ても結構でございますし、そうして本当に地

域が自分たちの子供たちをみんなで守るのだ

という気持ちになることが、大切なのかなと

いうふうに思っています。

そういう意味では、まだまだ至らない部分

ありますけれども、教育行政には頑張ってい

きたいというふうには思っております。

○議長（古舘繁夫君） 以上で、９番坂田美

栄子さんの一般質問を終わります。

暫時休憩をいたします。再開を２時１５分

といたします。

午後 ２時０４分 休憩

─────────────────

午後 ２時１５分 再開

○議長（古舘繁夫君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

通告順により発言を許します。

２番大江道男さん。

○２番（大江道男君）〔登壇〕 私は、既に

通告しております３点につきまして御質問し

たいと思います。

まず第１点目は、国保健診の充実について

であります。

その１は、今年度の特定健診受診状況及び

今後の受診率向上に向けて対策をお示しいた

だきたいと存じます。

御承知のとおり、昨年度３０.３％と特定

健診受診率は大きく前進いたしましたが、ぜ

ひこの趨勢をさらに前進させていきたいとい

うふうに願っております。

この点の二つ目は、がん検診への助成につ

いてであります。

各種がん検診の受診状況をまずお示しいた

だきたいと存じます。また、各種がん検診の

受診率向上が、国保の医療費抑制に必ずつな

がるというふうに存じます。国保基金を活用

いたしまして、検診料を７５歳並みに引き下

げてはどうでしょうか、お伺いいたします。

３点目は、成人歯科検診の実施についてで

あります。

口腔及び歯のケア推進に向けまして、例え

ば妊産婦、あるいは満３０歳から１０年ごと

の節目の方々を対象に、無料の歯科検診を実

施してはいかがでしょうか。

大きく二つ目は、「ふまねっと」運動の普

及についてであります。

その１は、「ふまねっと」の運動の普及状

況についてでありますが、「ふまねっと」運

動は高齢者の歩行機能改善、認知症予防、集

中力の向上などの効能と、また場所をとらず

参加者が楽しんで健康づくりができるという

ことで、高い評価を受けているものでござい

ます。美幌町内の「ふまねっと」保有状況及

び町内での「ふまねっと」運動の普及状況に

ついてお示しいただきたいと存じます。

この点の二つ目は、「ふまねっとサポー

ター」でございます。

「ふまねっと」運動を行うためには、「ふ

まねっとサポーター」が必須となっておりま

す。美幌町内には何人のサポーターがいます

か、また、積極的にサポーターを養成するた

めに町として、「ふまねっとサポーター」養

成講座を実施すべきだと思いますが、いかが

でしょうか。

大きな３点目は、再生可能エネルギーの事

業化についてであります。

その１は、研究会の立ち上げについてであ

ります。

今日３.１１の福島第一原発の事故以来、

危険な原子力発電の再稼働を何とかストップ

させたいと、あるいは化石燃料に過度に依存

し、地球温暖化がどんどん進むという点で何

とかとめたいと、こういうことで再生可能エ

ネルギー導入の急速な具体化が求められてい

るところであります。

美幌町での積極的な再生可能エネルギー導

入に向けて、町が中心になりまして、商工会

議所、農協、森林組合、信用金庫などの団体

及び関心のある個人を組織した「（仮称）再

生可能エネルギー研究会」の立ち上げを呼び

かけるべきではありませんか、お伺いいたし
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ます。

この点での二つ目は、緑の分権推進アドバ

イザーの活用についてであります。

美幌町の再生可能エネルギー事業化に向け

て、資源別にさまざまな不利な条件だとか、

克服すべき課題というものを研究するため

に、総務省の「緑の分権改革推進アドバイ

ザー事業」を活用いたしまして、専門家アド

バイザーの派遣を求めてはどうでしょうか。

以上、３点まずお伺いいたします。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 大江議員の

質問にお答えをいたしたいと思います。

初めに、国保健診の充実について。

特定健診受診率向上対策についてでありま

すが、平成２０年４月から施行された高齢者

の医療の確保に関する法律に基づき、特定健

康診査及び特定健康指導を実施したところで

あります。

特定健診の受診状況でありますが、実施初

年度の平成２０年度の受診率は１９.３％で

あり、北海道平均を下回っていましたが、平

成２２年度は２２.７％となり、北海道平均

の２２.６％を上回ることができました。平

成２３年度におきましては、受診率向上対策

として電話や広報、全戸配布チラシによる受

診勧奨、健康教育などの出前講座、保険証更

新時に合わせた啓発チラシの配布、イベント

開催に合わせた受診勧奨、個別健診の自己負

担額を１,０００円に引き下げたほか、４０

歳から６０歳までの５歳ごとの節目健診の無

料化などの取り組みに加え、新たに集団健診

項目に心電図、眼底、クレアチニン、尿酸の

項目を追加、冬期間の健診対策として、２月

に国保病院の土・日の休診日を活用した集団

健診の実施や、国保病院との連携による情報

提供者の増加を行ったことにより、３０.３

％まで受診率を向上させることができたもの

と考えております。

さらなる受診率向上対策としまして、本年

度から健診項目の拡充として、個別健診に心

電図、貧血、尿潜血、尿酸、クレアチニンの

追加、集団健診に貧血、尿潜血を追加したほ

か、北見医師会の協力による個別健診の実

施、国保病院との連携による冬期間の集団健

診の実施や情報提供の継続、また初めての試

みとして商工会議所との連携による町内事業

者の個別健診の受診勧奨を行ったところであ

ります。

本年度の１１月末現在の受診率につきまし

ては、１２.３％となっておりますが、１２

月及び２月の集団健診や医療機関の情報提

供、ＪＡの巡回ドックの受診者数が今後加算

さますので、平成２３年度の受診率３０.３

％は確保できる見込みであります。

今後の対策としましては、現在取り組んで

いる項目を拡充するとともに、継続受診の促

進・情報提供の充実、未受診者に対する受診

勧奨の徹底を行うほか、医療機関との協力連

携による情報提供者のさらなる掘り起こし、

来年度から稼働する国保データシステムを活

用した新たな取り組みを検討して、受診率の

向上を図っていきたいと考えております。

次に、がん検診への助成についてでありま

すが、平成２３年度における、がんによる死

亡割合は、国２８.５％、町３０％を占め、

死亡順位はともに第１位となっております。

また、町のがんによる医療費を平成２３年

５月分国保診療報酬請求の疾患別医療費から

見ますと、循環器疾患に次ぐ第２位で、１,

９２８万６,０００円と高額になっていま

す。当町におけるがん検診は、国の健康増進

事業実施要領に基づき、胃がん検診、肺がん

検診、大腸がん検診、乳がん検診、子宮がん

検診を実施しており、さらに平成１９年度よ

り町民の皆様からの要望を受けて、前立腺が

ん検診も追加して実施してきているところで

あります。

がん検診の実施につきましては、北海道対

がん協会による集団検診のほか、個別検診と

して国保病院において、平成２３年度より大

腸がん検診、平成２４年度より乳がん検診を

受診できる体制を整備し、受診者の利便性確

保を図ってきているところであります。
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町では、受診率向上に向けて、毎年各種が

ん検診ＰＲ折り込みチラシ配布を年２回、過

去２年間、胃がん検診未受診者に対する受診

勧奨、過去３カ年間、子宮がん検診未受診者

に対する受診勧奨を行ってきています。

平成２３年度における各種がん検診受診率

を見ますと、胃がん検診は１１.５％、肺が

ん検診は１３.２％、大腸がん検診は１４.０

％、乳がん検診は２２.１％、子宮がん検診

は１５.８％、前立腺がん検診は４.１％とわ

ずかですが、上昇している状況になってお

り、全国の平成２２年度各種がん検診受診率

も１０％から２５％であることから、当町の

受診率と同様の傾向となっております。

なお、がん検診の自己負担額につきまして

は、胃がん検診１,５００円、肺がん検診４

００円、大腸がん検診６００円、子宮がん検

診１,５００円、乳がん検診１,５００円と

し、７５歳以上につきましては、これらの自

己負担額の３分の１の額で受診できるように

なっています。

また、平成２１年度より国の緊急経済対策

として、女性特有のがん検診推進事業が全額

補助で開始され、当町におきましても乳がん

検診が４０歳から６０歳までの女性、子宮が

ん検診が２０歳から４０歳までの女性、大腸

がん検診が４０歳から６０歳までの５歳ごと

の節目検診が無料となるクーポン券と検診手

帳を送付し、北見市内医療機関でも乳がん、

子宮がん検診を受診できる体制となっており

ます。

この無料対象者の平成２３年度受診率は、

乳がん検診３２.０％、子宮がん検診３２.２

％、大腸がん検診１４.９％と、無料にする

ことによって、通常の受診率の１から２割程

度の受診率向上につながっております。

御質問の７５歳未満を対象とした自己負担

軽減につきましては、平成２４年３月に実施

した「美幌町第２期健康増進計画アンケート

調査」によりますと、検診を受診しない理由

については、自覚症状がないから、忙しくて

時間がないから、料金が高いからが上位三つ

の理由として挙げられたことから、検診の必

要性に関する普及啓発、職域と連携した健康

づくりの推進、各医療機関とも連携して検診

が受診しやすい体制の確保、検診自己負担の

軽減などの受診率向上の取り組みを推進する

とともに、自己負担の軽減を図ることによ

り、早期発見による医療費削減効果も期待で

きることから、前向きに検討していきたいと

考えております。

また、国民健康保険基金の活用につきまし

ては、関係機関との協議を行っていきたいと

考えております。

次に、成人歯科検診の受診についてであり

ますが、人生８０年を生きがいのある充実し

たものにしていく上で、「食べること」や

「コミュニケーション」にかかわる口腔及び

歯の健康づくりは重要であり、近年の調査研

究では、歯周病が心筋梗塞の発生や糖尿病の

悪化をもたらすなど、幾つかの全身疾患にも

関連があることが指摘されています。

こうしたことから、町では、美幌町第１期

健康増進計画に基づき、歯科保健対策とし

て、乳幼児を対象とした歯科健診やフッ素塗

布のほか、歯科衛生士を講師に、妊婦や高齢

者を対象とした健康教育を継続的に実施して

きているところであります。

また、歯科医師団の御協力により、高齢者

の口腔ケアや歯周病予防をテーマとした講座

を昨年度、今年度と開催して、歯と口腔の健

康づくりを推進しています。

現在、２５年度から平成２９年までを期間

とする第２期健康増進計画について、歯科医

師団や医師会、老人クラブ、商工会など各団

体を代表する推進委員やヘルスリーダーの皆

様に協議をいただきながら、策定していると

ころであります。

計画策定に当たり、計画内容の評価を目的

に実施した町民アンケート結果によります

と、７５歳以上の高齢者のうち２０本以上の

歯を有する方は２３.５％と、平成２１年度

の国保栄養健康調査結果による全国データ２

６.８％よりも若干低い状況にあり、定期的
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に歯科受診できないと回答した方の割合は、

成人期が７３％、高齢期が６９.９％という

結果であり、口腔ケアなどの歯科保健行動の

改善と定期的歯科受診による歯周病予防は、

ますます重要となっています。

これらのことから、平成２４年９月２８日

に開催した団体２回推進委員会で、「痛みが

出てから歯科受診する方が多いが、治療期間

も長く負担も大きくなるため、定期的歯科受

診する方の割合をふやし、歯周病を予防する

ことが重要」という意見が出され、そのため

に特定健診結果の相談会に、歯科衛生士によ

る歯科相談を新たに実施することや、歯科医

師団との連携による歯の健康講座を継続実施

することによって、歯と口腔ケアに関心を

持ってもらうための対応策について、御意見

をいただいているところであります。

御質問のありました無料の歯科検診実施に

ついてでございますが、１２月１８日に開催

予定の第３回推進委員会で、第２期健康増進

計画案について御意見をいただくこととなっ

ており、町としましては、健康教育や歯科相

談を重点として、まず自分の歯や口腔ケアの

関心を高め、定期的歯科受診につなげていく

よう歯周病予防対策を進めていきたいと考え

ております。

また、第２期健康増進計画策定後におい

て、年１回推進委員会を開催し、計画の進捗

状況及び事業評価について協議していくこと

としており、その中で無料の歯科検診実施な

ど、新たな取り組みの必要についても検討し

ていきたいと考えております。

次に、「ふまねっと」運動の普及につい

て。

「ふまねっと」運動の町内における普及状

況についてでありますが、「ふまねっと」運

動は平成１６年に北海道教育大学釧路校の教

授と学生たちにより考案され、その後、ＮＰ

Ｏ法人地域健康づくり支援会ワンツースリー

を設立し、研究及び普及活動をしているとこ

ろであります。

その内容については、５０センチ四方の升

目にできた大きな網を床に敷き、この網を踏

まないようにゆっくり慎重に歩く運動で、高

齢者の健康維持や介護予防、地域福祉活動の

担い手としての高齢者の社会参加や生きがい

づくり、高齢者相互のつながりを深めること

などとされております。

町においては、保健医療福祉ネットワーク

委員会において、高齢者の認知症予防につい

て協議する中で、「ふまねっと」運動が認知

症の予防に効果があるとされていることか

ら、具体的に取り組むこととなり、ことし６

月２５日には先進地である釧路市のＮＰＯ法

人桜が丘ひぶなクラブに、「ふまねっと」運

動の体験視察をしたところであります。

御質問の町内の「ふまねっと」の保有状況

についてでありますが、ＮＰＯ法人地域健康

づくり支援会ワンツースリーに確認したとこ

ろ１台であります。また、町内での普及状況

についてでありますが、町内在住のサポー

ターの方が、ことし１０月から体験会を自治

会・たすけあいチーム、宅老所で実施し、ボ

ランティア団体等で計画をしているところで

あります。

次に、「ふまねっと」運動を行うためのサ

ポーターについてでありますが、この運動を

地域で行うためにはＮＰＯ法人の正会員とな

り、「ふまねっと」体験講習とサポーター養

成講習を受講し、「ふまねっとサポーター」

として認定された指導者が必要とされている

ところであります。

御質問の美幌町内のサポーターの人数です

が、ＮＰＯ法人地域健康づくり支援会ワン

ツースリーに確認したところ、５名の方が養

成講座を受講し、サポーターとして認定され

ているところであります。

また、町として「ふまねっとサポーター」

の養成講座を実施すべきとのことであります

が、平成２４年１１月２７日開催の保健医療

福祉ネットワーク委員会において、引き続き

普及方法及びサポーター養成講座などについ

て検討するとしていることから、その協議結

果を踏まえ、検討していきたいと考えている



－ 36 －

ところであります。

次に、再生可能エネルギーの事業化につい

て。

研究会の立ち上げについてでありますが、

本町における再生可能エネルギーの取り組み

についてですが、平成１９年２月に策定いた

しました「美幌町地域新エネルギービジョ

ン」に基づき、「太陽光発電導入プロジェク

ト」や「木質バイオマス利用プロジェクト」

など、五つの重点プロジェクトを柱として、

地域環境の保全とあわせた循環型社会の実現

を図るため、化石燃料と既存エネルギーとの

バランスのもとに、再生可能エネルギーの導

入を推進しているところであります。

また、再生可能エネルギーの導入に当たり

ましては、北見工業大学・ＪＡびほろ・美幌

商工会議所・美幌町森林組合・北海道電力な

ど、さまざまな関係機関をメンバーとした

「新エネルギー導入推進委員会」を設置し、

推進しているところであります。

この「新エネルギー推進導入委員会」設置

の主な目的は、「新エネルギービジョン」に

基づく再生可能エネルギーの導入推進を図る

こととしており、事業化に向けた取り組みの

一環として、平成２１年度から３年間、民間

事業者へ委託事業とした木質バイオ資源活用

事業による木質ペレットの製造実証実験を経

て、今年度から木質ペレット製造が本格稼働

されているところであります。

そのほか、メガソーラー発電の推進を行

い、来年春ごろを予定としておりますが、稼

働される見込みとなっております。今後にお

きましても、再生可能エネルギーを活用した

事業に向け、さらなる研究について検討して

まいりたいと思いますので、御理解のほどよ

ろしくお願いをいたします。

また、昨年の大震災以降、原子力発電の危

険性が露呈され、「新エネルギー導入推進委

員会」が設立いたしました平成１９年度当時

とは状況が大きく変わってきていること、さ

らに再生可能エネルギーに関心が高まってい

ることなどを踏まえ、構成メンバー及び設置

目的を含めた組織の見直しについても検討し

てまいりたいと思いますので、重ねて御理解

のほどよろしくお願いをいたしたいと思いま

す。

次に、緑の分権推進アドバイザーの活用に

ついてでありますが、再生可能エネルギー事

業化に向けての研究につきましては、先ほど

答弁いたしましたとおり、現在、設置してお

ります「新エネルギー導入推進委員会」の活

動内容の拡充、さらに構成メンバーの見直し

などを検討いたし、事業化を図る上で「緑の

分権改革推進アドバイザー事業」の活用につ

いても検討を行い、地域活性化につながる再

生可能エネルギー事業化の推進を図ってまい

りたいと思いますので、御理解のほどよろし

くお願いをいたしたいと思います。

以上、御答弁をさせていただきました。よ

ろしくお願いをいたしたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 再質問をさせていた

だきたいと思います。

一つは、１、国保健診の特定健診受診率向

上対策について、１点再質問いたします。

昨年、３０.３％ということで、大きく前

進をいたしました特定健診受診率でありま

す。健診項目の追加、国保病院の活用など工

夫されたところにつきましては、敬意を表し

たいと思います。今年度も引き続き健診内容

の改善など図られておりますが、何となく昨

年並みの水準にとどまるのではないかという

ような危惧をしております。

もともとペナルティはなくなりましたけれ

ども、６５％の受診率というのは全国に示さ

れている数字でありまして、なかなかそこに

向かってどう努力をしていくのかという点で

は、相当頑張っているのですが、道半ばとい

う感じであります。そこで私は、保健師によ

る未受診者の訪問だとか継続受診の促進な

ど、必要な町民にいよいよ足を運ばなければ

いけない段階に来ているのではないだろうか

というふうに思っております。

個人の健康状態を定期的に診断を受ける、
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そういう必要性をどう定着させるか、地道な

取り組みでありますが、いよいよ必要となっ

ていると。マンパワーというか、ウーマンパ

ワーが実態でありますが、そういう保健師さ

んの力がいよいよ美幌町で必要になってきて

いるのではないだろうか、そんな感じがいた

します。

その点で、現在の保健師の人員で大丈夫な

のか、あるいは現状の人員でやるとすれば、

保健師が抱えている業務内容、相当ディスク

ワークから開放して、外に打って出れる体制

をどうつくるかというような体制の改変など

が、いよいよその段階に来ているのではない

だろうかと、そんな感じをいたしますが、い

かがでしょうか。思い切って引き上げるとい

う点で、そのような手だてが求められている

というふうに思うのですが、いかがでしょう

か。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） ３０％を超えたとい

うことで、評価をいただきました。これにつ

いては、１回目の答弁でお話ししたような取

り組みでありますけれども、そのほかにぜひ

とも私のほうからも御説明・御理解いただき

たいのは、やはり保健師の奮闘というのがか

なり大きな力を占めたと思います。保健師の

活動に対して、関係団体や関係機関の皆さん

が御理解をいただいて、お支えをいただいた

と、そういうことも力としては非常に大きい

のではないかなと思っております。

それで全道的に見ますと、２２年度の統計

でいうと、最高の受診率が７３.２％という

ことであります。それで５０％以上ですと１

８市町村、４０％以上になると４１市町村

が、それぞれ率を残しているということで、

我々としては精いっぱい今の体制の中で、あ

らゆるものを検討して進めてきました。担当

のほうでは、かなり多くの項目をしっかりと

行程に基づいて、計画的に、総合的に取り組

んできたということで今日の率になっている

と思います。ただ、これに満足することな

く、率もさることながらやはり住民の皆さん

の健康の問題でありますので、より強い覚悟

を持って取り組んでいきたいと。

それで人員体制は、多ければ多いほどいい

とは思いますけれども、今の体制の中でどう

できるかということも再度検討しながら、そ

の体制含めて取り組んでいきたいと。午前中

の答弁でも言わさせていただきましたけれど

も、やはり啓蒙・啓発が非常に重要だと思い

ます。それと、負担をどうするかということ

も極めて重要でありますし、また、魅力ある

ような健診、こういったことも極めて重要だ

と思います。そうしたことをしっかりと取り

組んで、住民の皆さんの健康づくりに努めて

いきたいと、そのように考えておりますので

御理解をお願い申し上げたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 見ておりまして、相

当頑張っておられるというのは承知をしてお

ります。ただ、受診率の壁というのがあるの

だなというようなことを、これだけやっても

なかなか、昨年度は８ポイントほど上がりま

した。ではそのような伸び率でどんどんいけ

るかというと、そうは簡単でないということ

を実感しております。

次のがん検診への助成で御答弁もいただい

ている中でもあるのですが、例えば無料にし

たらどれぐらい伸びるかということで、私は

相当期待していたのですが、出していただき

ましたデータでも、そんなにそんなに飛躍的

に伸びているわけではないと。お金の問題は

もちろんありますけれども、やはり町民の意

識をどう変えていくのかというところが、

やっぱりベースなのだろうというふうに思う

のです。その気にならないと、例えはよくな

いですけれども、無理やり水を飲まそうと

思って馬を川に連れていっても、飲む気がな

ければ全然飲まないということで、そういう

環境にあっても定期的な検診を受ける必要性

というのが、ベースにがっちりないとなかな

か行かない。そういう意味で、やはり人と人

との触れ合いの中で、特に専門の保健師さん

の持っているパワーでぜひ扉をあけていただ
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く必要が、いよいよあるのだろうというふう

に思っております。

そういう意味で、ぜひ取り組みを、人的な

取り組みをさらに高めていただければと思い

ます。御答弁の中にも来年度から国保データ

システムが活用できるということで、活用に

よっては非常に大きな武器になるという段階

に入ってきていますので、ぜひそれは強めて

いただきたいということで、次に移ります。

がん検診への助成の問題でありますが、御

答弁でもございました美幌町の死因別の第１

位ががんであって、しかも医療費で見ますと

一月に約２,０００万円かかっていると、年

間２億数千万円という医療費になっておりま

して、早期発見・早期治療というのが予防も

含めまして、非常に重要だというように思い

ます。

がん検診を受けない理由の一つに、料金が

高いということは、ある意味よくわかります

が、発見がおくれると命がないと。検診料と

は比較にならない、高額な治療費になるとい

うことをどうお知らせするかということで、

検診料の引き下げ、検討するということです

ので、ぜひ積極的に取り組んでいただきたい

というように思います。この点については、

答弁自体は非常に前向きな中身であります

が、町としてのリーダーシップをぜひ発揮し

ていただきたいというふうに思います。この

点で、御決意を伺えればと思います。いかが

でしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 特定健診のほうにつ

いては、マンパワーもさることながら、やは

り住民の皆さんと向かい合った中で啓蒙・啓

発というのは重要だということは、大江議員

と考え方一緒だと思いますので、引き続きそ

ういった取り組みをしっかりとしていきたい

と。その中で受診者の動向を見ると、集団健

診と情報提供というか、医療機関にかかって

医療機関から、特定健診のカウントしていい

というような情報提供が大きな割合を占めて

いるということでありますので、さらに医療

機関との連携もしっかりとれば、率は上がっ

ていくと思いますが、個々の健康をどうする

かということはフェースツーフェースみたい

なところで、やはり啓蒙がより図られるのだ

と思いますので、そういった取り組みもしっ

かりとやっていきたいと思います。

それと、がん検診の受診率が１０％台とい

うことで１回目御答弁させていただきました

けれども、ただ、今、五つのがんプラス前立

腺がんの一つ、六つのがんの検診を行ってお

りますけれども、中身を見ますと、乳がん検

診と子宮がんの受診率が高いと。２２％と１

５％ということですから、女性の意識が非常

に高いのかなと思っております。せっかく導

入した前立腺がんが４.１％と低迷している

というようなことで、負担ばかりでなくてＰ

Ｒも、もうちょっと必要なのかなと思います

が、今、予算時期でありますので、基金も

持っておりますので、例えば６５歳以上の、

一緒に無料、あるいはどういう負担をした

ら、どういう町の負担が出てくるかというこ

とについて検討してみなければいけないと思

いますけれども、いずれにしろ予算、今、策

定作業中でありますので、その中でしっかり

と検討していきたいと。そして私としては、

極力そういう方向に持っていきたいと、そう

いう思いでおりますので御理解をいただきた

いと、そのように思います。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 項目ちょっと多いの

で深くはできませんので、次に進みたいと思

います。

成人歯科検診のことであります。

御答弁でももちろん触れられておりますの

で、歯周病と糖尿病、動脈硬化、心疾患との

関連が相当指摘をされておりまして、２００

７年の北海道国保連合会の調査では、こんな

データも出ております。

自分の歯が２０本以上ある高齢者は、自分

の歯が４本以下の高齢者に比べて、歯科の治

療費及びその他の医療費を含めて３分の２に

抑制されているということで、本人はもちろ
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んですが、国保会計上も口腔ケア、歯科検診

は大変重要な意味を持っているということが

示されているというふうに思います。

第２期健康増進計画策定後に開かれる予定

の推進委員会で、無料の歯科検診の実施など

検討したいということでありますので、しっ

かり推移を見守りたいと思います。ぜひこの

点でも個人の健康と地域医療費の削減という

のは、幸いにもセットになっているというこ

となので、取り組めば取り組むほど効果が上

がるということなので、ぜひ推進をお願いし

たいと思います。

言い放しはまずいということなので、この

点でもほんの短い御決意で結構でございま

す。町長、お進めいただきたいと思うのです

が、いかがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） なるべく御期待に沿

いたいと思いますけれども、これもまた予算

の中でどこかをスクラップしてこないといか

んということでありますので、そっちの影響

も含めて十分に検討していきたいと、そのよ

うに思っております。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 今の部分、予算との

関連で言えば、私は国保については、国保基

金をよほど有効に活用すべきだというように

思っています。保健事業に使うということで

あれば、加入者は異存はないというように思

いますので、そういう点を含めて御検討いた

だければと思います。

第２番目の「ふまねっと」運動について再

質問したいと思います。

実は昨年の３月、私どもも、北見市からサ

ポーターをお呼びいたしまして、「ふまねっ

と」運動の企画をいたしました。２０人ほど

の参加者がありまして、大変好評で、「次、

いつ開くのか」というように催促されている

のが実態であります。毎回、北見からサポー

ターを招くというのも、それもどうかという

ように思っておりましたら、５人のサポー

ターが町内にいらっしゃると。そこで５人が

十分だというふうに思いませんので、改めて

サポーター養成講座を町内で実施していただ

きたいということと、今、美幌町がまち育の

出前講座をやられています。参加者から、

「なかなかいいのだ」ということでありま

す。ぜひ、「ふまねっと」運動を出前講座の

メニューに加えていただければ、たくさんの

方が触れて、それが各町内会単位にも広がっ

ていく可能性を持っているということで、そ

ういう点でまだ入り口の段階ではあります

が、御検討いただけないでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） この「ふまねっと」

運動でありますけれども、我が町において

は、保健医療福祉のネットワークのほうで積

極的に取り組んでいただいて、現地まで行っ

ていろいろ見てきているということでありま

すから、そちらのほうのことを全く別な道を

進んでいくということにもなりませんので、

そちらのほうも一定の結論が出てくると思い

ますので、そういうことも踏まえながら前向

きに考えていきたいと思っております。

また、出前講座も今、七十数項目柱立てを

して皆さんにお示ししていますけれども、そ

れ以外のテーマについても御要望があれば受

けていくという方針でおりますので、今、議

員から御提案ありましたことについても検討

していきたいと。いずれにしろこの出前講座

は守るものでなくて、積極的に我々が出て

いって、町民の皆さんにいろいろなことを投

げかけ、あるいはお話をさせていただくとい

うことですから、テーマに余りこだわる必要

はないのではないかと思っておりますので、

御理解をいただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 方向性は全く一致し

ているというふうに思いますので、御努力を

いただければと思います。

再生可能エネルギーの事業化について、再

質問いたしたいと思います。

御承知のとおり、美幌町の再生可能エネル

ギーの導入目標は、平成１９年２月に策定さ
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れました美幌町地域新エネルギービジョンの

中で示されているかと思います。この中で再

生可能エネルギーの導入目標は、２００５

年、平成１７年をベースといたしまして、２

０１５年、平成２７年までに温暖化、ＣＯ２

で０.７５％削減したいと、ＣＯ２排出量でい

きますと１,５７４.４トン、これを年間の削

減量を目指したいというふうに定められてお

ります。

この間、ペレットストーブやチップボイ

ラー、太陽光発電などで、初期の目標は既に

達成されているというふうに存じます。それ

で念のため１,５７４.４トンの目標に対し

て、今日の再生可能エネルギー導入実績は幾

らになっているでしょうか、お示しいただけ

ればと思います。

○議長（古舘繁夫君） 経済部長。

○経済部長（高木恵一君） ただいまの御質

問の部分でございますけれども、温室効果ガ

ス削減量につきましては、２３年度末の実績

として試算しておりますけれども、目標１,

５７４トンに対しまして１,５７９トンとい

うことで、達成率１００.３％という状況に

ございます。

以上です。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） そういう点で御努力

されているというのは押さえた上であります

が、再生可能エネルギーの導入の国際的な目

標は、短期的な点で言えば京都議定書で、１

９９０年をベースに２０１２年、今年度であ

りますが、マイナス６％であります。中期目

標で言えば、気候変動枠組条約第１５回締約

国会議、長いのですけれども、ＣＯＰ１５と

言われていますが、政府が約束をしたわけで

すが、１９９０年をベースに２０２０年、あ

と８年後までにマイナス２５％であります。

前段で美幌町は、新エネルギービジョンの

道が示している部分でもありますが、この基

準値は超過達成しておりますが、１９９０年

をベースにしたものではないのですよね。そ

れで多分どの情報を見ましても、１９９０年

対比で一体どこまでいっているのだというこ

とを知りたいのですが、なかなかわからない

と。それで美幌町もいろいろ調べていただい

ているというふうに思うのですが、美幌町に

おける１９９０年の再生可能エネルギーとい

うのは、排出量は何ぼかということで、努力

された経過も、若干短めにお願いしたいので

すけれども、あるのかないのかも含めてお示

しいただければと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 私ども新エネルギー

の期間の前の話ですので、多分、道もないと

思いますけれども、一般質問あった段階で

我々、超概算的に推計した数字がありますの

で、これ正しいということでなくて、道が出

している１人当たりの排出量に基づいて換算

していくと、こういう量になるというのを担

当の主幹のほうから、ちょっとお話をさせて

いただきたいと思います。

○議長（古舘繁夫君） 商工観光主幹。

○商工観光主幹（小室秀隆君） ただいまの

御質問でありますけれども、今、町長、説明

したとおり、データのほう問い合わせたとこ

ろ、「ない」ということでございました。そ

こで報告書が２００８年度分で出されており

ますので、そのデータをちょっと御説明させ

ていただきます。

２００８年度における温室効果ガス排出

量、これは京都議定書の基準年、１９９０年

に比べまして１２％増加しているということ

でございます。この報告書で１９９０年度、

年間の温室効果ガス排出量ですが、１人当た

り９.６トンという数字が出されておりま

す。それで、うちのほうの２００５年度に置

きかえると、１１.４トンということが報告

されているところでございます。この間の伸

び率は、１８.７５％ということになってお

りまして、単純な１人当たりの換算でござい

ますけれども、１９９０年度、約１９万２,

２５４トンというふうに試算されるところで

ございます。そこで基準年のとこで言うと、

今現在の部分で言っても、まだ全然及んでい
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ないということになっております。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 道や国にも御照会い

ただいたということは承知しておりますが、

結局、１９９０年の各市町村レベルのベース

が結局はない状態で計画が進められていると

いうのが、どうやら実態のようであります。

仮に１９万２,５５４トンというふうにな

りますと、２０１５年までに２０万９,５５

３トンですので、結局はまだ１９９０年時点

までいっていないということでありまして、

一層頑張らなければならないということにな

るのだと思うのですが、多分、北海道は２０

０５年をベースにして、それをそれで考えて

いこうとしているのではないかなと、そんな

思いで私自身はいます。どちらにいたしまし

ても大きな数字の変化ではないので、これか

らということでははっきりしているかなとい

うように思います。

そこで質問で、最初に再生可能エネルギー

導入の研究会が、いよいよこれから切り込み

に入るというような状況に、美幌町も置かれ

ているということではないかというように思

います。それで従来、新エネルギー導入推進

委員会の構成メンバー、設置目的を含めて組

織の見直し、検討ということなので、それは

ぜひより強力なエンジンに乗せかえてほしい

というように思いますが、その際、関心ある

個人を含めるということと、ぜひ事業化とい

うことであれば、地元金融機関の参加が必須

なのだろうというように思っております。

信金、それからＪＡも含めて、地元金融機

関があるというように思います。特にＪＡ

は、今回の選挙に当たって脱原発と同時に、

再生可能エネルギーの積極導入を図るという

ことで、組織を挙げて取り組もうとされてお

られるということなので、エンジンの部分で

参加されるというのは資金面も含めてぜひ御

検討をいただければと、そういう意味で構成

メンバーお考えいただければと思うのです

が、いかがでしょうか。

○議長（古舘繁夫君） 町長。

○町長（土谷耕治君） 現在、新エネルギー

導入推進委員会が中心になって、いろいろな

地域の資源に根づいたいろいろな取り組みを

しようというような提言いただいて、そして

１年ごとに会議を開いて、その実績、進捗状

況報告させていただいているということであ

ります。

それでこの設立が１９年当時ということで

ありますので、その後大きく変わってきてい

ると、状況が非常に変わってきていると。特

徴的なのが、去年の３.１１でエネルギーを

どうするかということで、状況も随分変わっ

てきているということでありますので、組織

をどうするか、あるいは設置目的をどうする

か、そういった目的だとか組織のメンバーで

あるとか、そういったものを十分時代に合う

ような、これからのことも見通した中で検討

していかなければいけないということであり

ますので、御提案ということで受けとめてさ

せていただきたいと、そのように思います。

○議長（古舘繁夫君） ２番大江道男さん。

○２番（大江道男君） 「緑の分権改革推進

アドバイザー事業」によるアドバイザー派遣

の件であります。

再生可能エネルギーの資源ごとにさまざま

な困難な課題、あるいは克服すべき対策等が

ございまして、その点で専門家の指導・助言

が必須だというふうに思います。

総務省の派遣事業で言えば、専門家の派遣

に際して必要な旅費、宿泊費、謝礼などの全

てを市町村が持つ必要はありませんと、全部

総務省が持ちますということであります。

今年度の募集は既に締め切られています

が、担当者にお聞きいたしましたら、予算の

点では余裕があるということで、来年３月、

今年度いっぱいまでの要請にも応えられる

と。今、選挙なので明確なことは言えない

が、担当としては来年度の予算も確保したい

ということで、引き続き計画をぜひ進めてほ

しいというような中身であります。

美幌町が開発したというのか、うまい発見

をいたしましたチップボイラーとペレットボ
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イラーの導入で、重油や灯油の化石燃料より

も経済性が高いと。チップで言えば、ほぼ半

値近くでできるというようなことで、せっか

く美幌方式と言われているわけでありまし

て、ある意味では実証されたというように思

いますが、しかし、これとて現在のチップの

収集の量で言えば、本格的に導入するという

ことになれば、林地残材がそう簡単に運べて

いるわけでもないと。放置されている割合が

相当あるのでないかと、それらを集めるとす

れば、そう簡単に安い話でもないというよう

なことで、いかに安く安定的に林地残材を集

めるかという点では、林業の収穫機械、ハー

ベスターとか、フォワーダなどの作業体系含

めて調査・研究も実は求められているのでは

ないかというように思います。

行政として、一定の方向性持って事業化に

向けて課題を整理するという上で、それぞれ

の分野の専門のアドバイザーの派遣を要請す

るというか、活用するということで、絵に描

いたもちではなくて、地域おこしということ

で進めていただきたいというふうに思います

が、いかがでしょうか。

時間の関係で、最後になるかと思います。

御答弁をいただければと思います。

○議長（古舘繁夫君） 町長の答弁が最後で

す。

町長。

○町長（土谷耕治君） 緑の分権改革のアド

バイザーも個別アドバイスと研修会というよ

うな二つに分かれているようで、これも熟度

によってどちらか選ぶということであります

けれども、こういうことも必要であります

し、先ほど美幌方式と名づけていただいた方

のこともあります。いろいろな皆さんのお力

や知見をかしていただいて、しっかりとした

取り組みをしていきたいとそのように思って

おりますので、御理解をいただきたいと思い

ます。

○議長（古舘繁夫君） 以上で、２番大江道

男さんの一般質問を終わります。

これで、一般質問を終わります。

─────────────────────

◎散会宣告

○議長（古舘繁夫君） 以上で、本日の日程

は、全部終了いたしました。

これで、本日は、散会します。

午後 ３時１６分 散会
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